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予算特別委員長  森 誠一   

 

１ 日 時 

   令和６年３月１３日（水） 午前１０時００分から 

                午後 ３時２０分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   森誠一、阿部長夫、御手洗吉生、桝田貢、穴見憲昭、岡野涼子、中野哲朗、 

宮成公一郎、首藤健二郎、清田哲也、今吉次郎、小川克己、太田正美、後藤慎太郎、 

大友栄二、井上明夫、木付親次、三浦正臣、古手川正治、嶋幸一、麻生栄作、 

阿部英仁、御手洗朋宏、福崎智幸、吉村尚久、若山雅敏、成迫健児、木田昇、 

二ノ宮健治、守永信幸、原田孝司、玉田輝義、澤田友広、吉村哲彦、戸高賢史、 

猿渡久子、堤栄三、末宗秀雄、佐藤之則、三浦由紀 

 
４ 欠席した委員の氏名 

志村学、高橋肇 
 
５ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   企画振興部長 山田雅文、福祉保健部長 工藤哲史 ほか関係者 

 
６ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
７ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案令和６年度大分県一般会計予算、第３号議案令和６年度大分県国民健康保険

事業特別会計予算及び第４号議案令和６年度大分県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算に

ついて審査を行った。 
 
８ その他必要な事項 

   な し 
 
９ 担当書記 

   議事課委員会班 副主幹    吉良文晃 
議事課委員会班 主幹（総括） 秋本昇二郎 

 



予算特別委員会次第 

 

日 時：令和６年３月１３日（水）１０：００～ 

場 所：本会議場               

 

１ 開  会 

 

 

２ 歳出予算審査 

（１）企画振興部関係 

①予算説明    

②質疑・応答 

（２）福祉保健部関係 

   ①予算説明 

   ②質疑・応答 

 

 

３ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部（長）副委員長 ただいまから、本日の委

員会を開きます。 
 この際、付託された予算議案を一括議題とし、

これより企画振興部関係予算の審査に入ります。 
 執行部に申し上げます。説明は主要な事業及

び新規事業に限り、簡潔かつ明瞭にお願いしま

す。 
 それでは、企画振興部関係予算について説明

を求めます。 
山田企画振興部長 おはようございます。企画

振興部長の山田です。それでは早速、令和６年

度企画振興部当初予算案について説明します。

企画振興部予算概要の５ページを御覧ください。 

 まず、予算のポイントについて説明します。

一番上、１元気の分野です。（１）海外戦略で

は、海外プロモーション等を通じた県産品の輸

出促進や日本語学習支援体制の充実による多文

化共生社会の構築を進めます。（２）芸術文化

では、別府アルゲリッチ音楽祭やデスティネー

ションキャンペーン（ＤＣ）などの大型イベン

トにあわせた県内各地で開催するアートイベン

トやリニューアルする県立総合文化センターで

の多彩な公演など、県民が芸術文化に触れる機

会を提供します。（３）スポーツでは、ツー

ル・ド・九州２０２４の開催や県内プロスポー

ツチームの観戦招待などにより、県民がスポー

ツに親しむ機会を拡充します。 

 続いて、２未来創造の分野です。（１）交通

ネットワークでは、東九州新幹線等の整備計画

路線への格上げに向けた機運醸成や関係機関と

の連携強化を推進するとともに、自動車運送事

業者のドライバー確保やバス、タクシーのＥＶ

シフトなどを支援します。（２）移住・定住で

は、移住相談会の開催や効果的な情報発信、若

者の転職移住に向けた伴走型支援、都市圏の企

業との連携によるテレワークを活用した転職な

き移住を推進します。主な事業の詳細について

は、後ほど改めて説明します。 

 続いて、８ページをお開きください。 

 今回の当初予算案ですが、表頭の左から２番

目、予算額（Ａ）の企画振興部①の計欄にある

とおり６３億９，９５５万６千円です。これを

右から３番目、５年度７月現計予算額（Ｂ）８

９億９，４３７万９千円と比較すると、その右

側の前年度対比（Ａ）－（Ｂ）で２５億９，４

８２万３千円の減となっています。これは、令

和５年度にホーバークラフト発着地の工事が完

了したことで、これが２６億円ほどありました

が、これによる減が主な要因となっています。 

 それでは、今回の予算の主な事業について説

明します。２７ページをお開きください。 

 左側の事業名欄の上から３番目、持続可能な

地域づくり推進事業費です。その右側の令和６

年度当初予算額は１億１，４４６万９千円です。

右の事業概要欄にあるように、この事業は住み

慣れた地域に住み続けたいという住民の希望を

叶え、将来にわたり持続可能な地域づくりを推

進するものです。 

 事業名について、昨年度まではネットワーク 

・コミュニティ推進事業としていましたが、人

口減少社会に適応した、まちづくりの検討もあ

わせて行うことも踏まえ、持続可能な地域づく

り推進事業に変更しています。 

 来年度の主な新規要素としては、マル新の箇

所にあるように７年ぶりにネットワーク・コミ

ュニティの優良事例集を作成します。中央の一

つ目のマル特は、ネットワーク・コミュニティ

推進枠の中に、新たに担い手確保支援の補助制

度を設け、喫緊の課題である集落の担い手不足

対策を支援します。一番下のマル特、人口減少

社会に対応したまちづくりに関する調査研究で

は、人口減少がさらに進めばネットワーク・コ

ミュニティそのものが機能しなくなる地域も増

えてくることから、人口減少社会に適応するた

めのコンパクトなまちづくりについて、全国の

先進事例等の調査研究を行います。 

 次に、３２ページをお開きください。 

 上から２番目、海外戦略総合対策事業費５，
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１７１万８千円です。この事業は、成長する海

外の活力を取り込み、本県の活性化を図るため

海外政府機関等との連携を推進するとともに、

県内の民間業者等が海外展開しやすい環境を整

備するものです。 

 マル特、部局連携による一体的な海外プロモ

ーションでは、コロナ禍により令和２年度以降

途絶えていた海外プロモーションを再開し、安

定した関係構築が期待できる米国及び台湾にお

いて、県産品の試食イベントや観光ＰＲ等を行

いたいと考えています。 

 二つ目の二重マル、海外政府機関等との連携

による県内民間事業者等の海外展開支援では、

令和３年度に英国ウェールズ政府と締結したＭ

ＯＵに基づく相互交流やベトナム、インドネシ

ア、南アジア諸国からの人材確保等の取組支援、

韓国や香港での文化イベントにおける大分県の

ＰＲ等を行っていきたいと考えています。 

 続いて、４１ページをお開きください。 

 上から２番目、まちなかアートフェスタ開催

事業費１，９２０万６千円です。この事業は、

芸術文化の発信力をいかした地域振興等を図る

ため、県内各地で県民が芸術文化に気軽に触れ

ることのできる、まちなかイベントを実施する

ものです。 

 具体的には、別府アルゲリッチ音楽祭と連携

し、大分公演が行われる５月１９日にあわせ、

大分駅前で過去の音楽祭のフィルムコンサート

やステージイベントなどを開催するほか、大分

市中心部における回遊性を高めるため周辺商店

街等でもミニコンサートなどを実施します。ま

た、４月から始まるデスティネーションキャン

ペーンとも連携して、県内の交通拠点や観光地

などでミニコンサート等を開催し、機運の盛り

上げに努めます。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 一番上、ツール・ド・九州推進事業費１億７

２４万３千円です。この事業は、サイクルスポ

ーツの普及拡大とサイクルツーリズムを通じた

地域活性化を図るため、来年度も第２回目とな

るツール・ド・九州２０２４大分ステージを開

催するものです。 

 一つ目の二重マル、ツール・ド・九州実行委

員会負担金では、九州経済連合会と福岡、熊本

両県等で構成する大会事務局と連携し、海外選

手の招聘や安全対策など、円滑な大会運営に取

り組みます。二つ目の二重マル、ツール・ド・

九州開催に係る機運醸成では、大会の周知や大

会を契機とした誘客を図るため、県内各地での

周知イベントの実施やＷｅｂを活用した情報発

信等を行います。昨年の大会に引き続き、大き

な盛り上がりとなるよう、しっかりと準備を進

めていきたいと考えています。 

 次に、６２ページをお開きください。 

 上から２番目、東九州新幹線等広域交通推進

事業費２，３３５万１千円です。この事業は、

東九州新幹線などの広域交通ネットワークの実

現に向けて、新幹線の整備計画路線への格上げ

などを目指し、国への要望活動を行うとともに

地元機運の醸成などに取り組むものです。 

 一つ目の二重マル、東九州新幹線等の実現に

向けた機運醸成では、九州・四国の関係機関と

連携したシンポジウムや地域別の説明会を開催

するとともに、ＰＲ動画やパンフレット・ＳＮ

Ｓなどによる幅広い世代への情報発信を充実さ

せることで、新幹線等の整備推進に向けての理

解促進と機運醸成に注力していきます。あわせ

て豊予海峡ルートについても、過去に旧日本鉄

道建設公団が行った豊予海峡の地質等に関する

資料を用いた文献調査などを行います。 

 次に、６３ページをお開きください。 

上から３番目、ホーバークラフト利用促進事

業費３，１２２万９千円です。この事業は、本

年秋の運航開始を予定しているホーバークラフ

トの利便性向上に向けて、二次交通の実証調査

を実施するとともに、認知度向上のための情報

発信等を行うものです。 

 一つ目の二重マル、二次交通対策ではホーバ

ーの運航開始後３か月程度、西大分の発着地と

大分駅をつなぐ無料のシャトルバスを運行し、

利用実態やニーズの調査を実施します。二つ目

の二重マル、ホーバークラフトの認知度向上の

ための情報発信では、首都圏等におけるプロモ

ーションやＳＮＳを活用した情報発信、子ども
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達に親しんでもらうため、Ｏ－Ｌａｂｏ（オー

ラボ）と連携したホーバークラフトの模型製作

体験などを実施する予定です。  

 次に、６５ページをお開きください。 

 一番下、公共交通ＥＶ車両導入支援事業費９，

２３２万５千円です。この事業は、事業者の経

営を圧迫している燃料高騰対策に加え、カーボ

ンニュートラルの実現を図るため、公共交通事

業者のＥＶ車両等の導入支援を行うものです。 

 一つ目と二つ目の二重マルにあるように、乗

合バスやタクシー事業者のＥＶ車両や充電設備

の導入に係る経費に対し助成を行います。 

 次の６６ページを御覧ください。 

 一番上、自動車運送事業者乗務員確保対策事

業費５，２４７万６千円です。この事業は２０

２４年問題に対応し、地域公共交通の運行や物

流を担うトラック輸送の維持を図るため、バス

やタクシー、トラックの事業者等が行う乗務員

確保対策に対し助成するものです。 

 一つ目から三つ目の二重マルにあるように、

大型二種等の免許取得や若年者が早期に免許取

得可能となる特例教習の受講、就業規則や賃金

の見直しなど就労環境の改善、募集広告や就職

説明会等の採用活動などに対し助成を行います。 

一番下の二重マル、女性活躍促進活動では女性

乗務員の確保に向け、経営者セミナーや交流会

などを開催します。 

 以上で、企画振興部の説明を終わります。御

審議のほど、よろしくお願いします。 

阿部（長）副委員長 以上で説明は終わりまし

た。 

 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。答弁は挙手し、私から指名を

受けた後、自席で起立の上、マイクを立てて簡

潔明瞭に答弁願います。 
事前の通告者が１８名います。時間も限られ

ているので、円滑な進行に御協力願います。そ

れでは、順次指名します。 
大友委員 私から２点通告していましたが、１

点目、２７ページの持続可能な地域づくり推進

事業費です。これは部長からも説明がありまし

たが、ネットワーク・コミュニティ推進事業と

同等の事業だと思いますが、事業名が変更され

たことで何が変わったのか、部長が説明したこ

と以外に何かあれば、お答えいただきたいと思

います。 

 ２点目、事業概要６２ページの東九州新幹線

等広域交通推進事業費です。東九州新幹線等の

実現に向けた機運醸成とシンポジウムの開催の

ほかに、周知動画やパンフレット作成等を実施

するとして１，３００万４千円を予算計上して

いますが、これらの対象は県内を対象としてい

るのか、内容はルート案や予想される自治体の

負担等の情報等も掲載する予定になっているの

か、その辺を伺いたいと思います。 

工藤おおいた創生推進課長 私からは持続可能

な地域づくり推進事業についてお答えします。 

 基本的には部長がさきほど申したとおりです

が、住み慣れた地域に住み続けたいという県民

の希望をかなえることを基本としつつも、やは

り人口減少社会への長期的な対応策についても

検討を進めていく必要性があることから事業名

を変更したものです。 

 コンパクトなまちづくりの検討については、

来年度は例えば、富山市とか宇都宮市とかコン

パクトシティを行っている全国事例の調査、あ

るいは有識者を招いての講演会などができれば

と考えています。 

藤川交通政策課長 私からは東九州新幹線につ

いてお答えします。 

 まず動画については、ＹｏｕＴｕｂｅ等のＳ

ＮＳでの配信を想定しています。パンフレット

については、国への要望活動や関係自治体への

説明での活用に加え、シンポジウムや地域別説

明会での配布も想定しており、動画、パンフレ

ットとも、県内外にかかわらず、幅広い方への

周知啓発に活用したいと思っています。 

 現時点で掲載内容の詳細は未定ですが、４県

１市で構成する東九州新幹線鉄道建設促進期成

会が、平成２７年度に行った所要時間の短縮効

果とか、自治体負担を含む整備費用等の調査結

果について掲載する予定です。加えて、今年度

本県が独自に行ったルート案の試算結果につい

ても、取組の一つとして掲載したいと考えてい
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ます。 

大友委員 まず、地域づくりの方です。私はプ

チコンパクトシティという言葉を用いて、地域

の集約化の議論を推進というか、ずっと求めて

きました。今答弁の中にもコンパクトシティの

調査とありましたが、コンパクトという言葉が

どの程度の範囲なのか、人それぞれ考え方が違

うと思っています。こういう議論をしていく中

でコンパクトと言うと、コンパクトシティは都

市型というイメージにもなってくるので、どう

いう範囲で集約化するのが有効なのか、その辺

は入口のたたき台をしっかりと意思統一できる

ような、そういう言い方の工夫が少し必要かな

と思っているので、またその辺も考えていただ

きたいと思っています。 

 あと予算額もほぼネットワーク・コミュニテ

ィ関連の予算になるので、是非とも新しい地域

づくり、新たなまちづくりに向けての予算確保

も今後検討していただきたいと思います。 

 新幹線の方ですが、いずれにしても機運醸成

をしていく中で、県内のルート案が確定してい

ない状態で周知をしていくことになります。懸

念しているのは地域間競争が生まれて、それが

激化をしていかないかということと、我々もそ

うですが、国に対してこれから要望をしっかり

していく中で、このルート案が決まっていない

状態の中で、どういう感じで要望していけばい

いのかなと、ちょっと難しい問題だなと思って

います。 

 今回の代表質問の中でも、来年度も説明会を

行い、時間をかけて議論していくとの答弁があ

りましたが、私は少しでも早くこの県内のルー

ト案を一本化して、県民総意の下でしっかりと

声を上げていくことが大事だと思っていますし、

隣県とも連携をしていかなければいけないと思

っています。 

 その中で、連携という部分で四国新幹線を例

に取ってみると、期成会を中心に四国４県が連

携して、統一したデザインで各県版のパンフレ

ットを作成しています。東九州新幹線の期成会

も九州４県１市なので、しっかり連携してやっ

ていくべきだと思いますが、現在本県が事業を

行っていく上で、他県と連携がどの程度できて

いるのか、その辺についてお答えいただきたい

と思います。 

藤川交通政策課長 お答えします。 

 他県との連携という意味では、さきほど答弁

の中でも申しましたが、４県１市で構成する東

九州新幹線鉄道建設促進期成会があります。こ

の４県１市は福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島

県と北九州市です。 

 期成会の要望活動は毎年行っていますが、今

年度は１月に行われました。今までは宮崎県が

会長県ということで、宮崎県の知事が出席して

それ以外の県は大分県も含め、担当課長や東京

事務所の職員が同行する形を取っていました。

今回は大分県知事自ら行くということで、宮崎

県知事と大分県知事が行くことになったら、福

岡県も副知事、北九州市も副市長となり、そう

いったメンバーで要望活動を行ったので、要望

の部分では、しっかり連携を取ってやってきて

いるのではないかと考えています。 

大友委員 分かりました。東九州新幹線は大き

なプロジェクトになるので、もう一度言います

が、県民の総意の下、そしてまた関係自治体と

一丸となってしっかりと今後声を上げていける

よう、連携してやっていけるような体制づくり

に努めていただきたいと思いますし、私は早く

県内一本化すべきだと思うので、その辺も含め

て要望しておきます。 

原田委員 おはようございます。 

 今回の当初予算で、県下に６か所ある振興局

が主体的に取り組んでいた地域課題対応事業の

新規事業はなくなっています。この事業枠は、

その名のとおり地域課題に即応し、あわせて若

手職員の政策形成能力の向上を目的として１２

年前から行われていました。これまで１事業に

つき４００万円から６００万円程度、３年程度

の実施期間で予算が付けられていました。 

 私は、振興局が地域の課題解決をして取り組

んでいくことは、若手職員の政策能力向上にも

なるし、振興局職員のモチベーションにもつな

がっていくと考えています。さらには、振興局

がそれぞれの地域の課題をどう捉えているかが
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よく分かったのですが、今回振興局の地域課題

対応事業の新規事業が計上されていない理由と、

地域課題に対してどのように取り組んでいくの

かをお尋ねします。 

小野政策企画課長 地域課題対応事業、いわゆ

る地域課題枠ですが、これまでに８４の事業が

構築されています。地域課題に向けた支援策に

ついては、これ以外にも地域活力づくり総合補

助金とか、大学との協働の観点から地域連携プ

ラットフォームの補助金もあります。 

 改めて地域課題枠について、現場の各振興局

に現状を確認してみたところ、地域課題の解決

の面では事業化が翌年度となり、現場ニーズに

迅速に対応できないとか、調査費等、直接執行

ができる経費は引き続き必要だといった意見を

いただきました。 

 こうした意見を踏まえ、地域活動への対応に

ついては、現場でスピード感を持って取り組め

るようにと、まずは地域活性化総合補助金を活

用し、必要な場合には総合補助金事業の中で直

接執行にも対応することとして、そういう考え

から令和６年度の予算から地域課題枠の新規募

集は取りやめることとしました。 

 もう一つの目的として、若手職員の政策形成

能力の向上があります。こちらについては、振

興局からは、現場でのＯＪＴには限界があって

事業化経験のある班総括が地域課題枠に取り組

んでいるという実態も伺いました。そうしたこ

とから、若手職員が事業構築の基礎を身に付け

られるよう新たに政策形成テキストを作成し、

また事業化経験を有する中堅の職員から事業構

築の動機や着眼点を伝える研修を実施するよう

改善を図ろうと考えています。 

 また事業提案の制度がありますが、こちらに

ついてもアイデアを出しやすいような取扱いに

見直していきたいと考えています。引き続き、

現場の意見を踏まえながら効果を検証し、見直

しを行っていきたいと考えています。 

原田委員 分かりました。これからも注目して

見ていきたいと思います。今、答弁があった中

で２点お聞かせください。 

 今までの既存事業、これまでやってきた残り

の分など、まだやっている事業があると思いま

すが、その存続はどうなるのか。さらにアイデ

アを事業化につなげるという事業提案制度をお

話しされましたが、それはどういった制度か、

もう少し詳しく教えてください。 

小野政策企画課長 地域課題枠の継続事業につ

いては３か年事業なので、今年度それから来年

度、継続している分については引き続き予算措

置をしてもらうことで考えています。 

 それから、事業提案制度をもう少し詳しくと

のことでした。事業提案制度と言うのは、地域

課題に限らず、広く県職員から自分の担当外の

分野も含め、幅広く事業提案の募集を行ってお

り、毎年８月に締め切って予算編成に持ってい

く制度です。 

 提案された事業は、政策企画課で取りまとめ

をして、担当部局で予算化の検討をすることに

なっていますが、ここ数年減少傾向にあります。

要因の一つとして、日々の担当業務がある中で

提案のもととなる気付きがあっても、なかなか

事業構築をする余裕がないといったことが考え

られるので、これも新年度からは締切りを設け

ることなく、また事業構築の形でなくアイデア

の段階でも、いつでも提案できるように改める

よう考えています。（「はい、結構です」と言

う者あり） 

岡野委員 さきほどは御説明をありがとうござ

いました。２点通告していますが、まず予算概

要２６ページ、空き家対策促進事業費について

伺います。 

 新しい事業として、所有者向けに空き家の管

理・活用の手引の作成と管理不全空家の抑制と

して、管理不全空家の判断基準案の作成とあり

ますが、これは具体的にどういった内容なので

しょうか。また、管理不全空家と判断された場

合の対応はどのように行っていくのか、お聞か

せください。 

 そしてもう一つ、予算概要４４ページのツー

ル・ド・九州推進事業費について伺います。昨

年、日田市でも開催され大変好評だったツー

ル・ド・九州が、今年も開催されることは大変

喜ばしいのですが、令和６年度当初予算は前年
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度よりも２千万円ほど増額となっています。こ

の具体的な理由は何でしょうか。また、さきほ

ど部長から説明もありましたが、大会広報や安

全対策をどのように進めていくのか、もう少し

具体的にお聞かせいただければと思います。お

願いします。 

工藤おおいた創生推進課長 まず私から、空き

家対策促進事業費について３点質疑があったの

で、順次お答えします。 

 まず１点目の所有者向け手引ですが、これは

空家特措法の改正によって、空き家所有者の責

務が強化されたことを受けて、所有者へ空き家

の適切な管理や活用を意識付けるための手引を

作成することとしています。構成は、空き家の

管理方法や相続のポイント、行政の支援策など

を想定しており、市町村や民間の専門家の意見

も取り入れながら作成したいと考えています。

また１万部作成して、市町村を通じて空き家の

所有者に配布したいと考えています。 

 ２点目の管理不全空家の判断基準ですが、こ

れも特措法の改正によって、周囲に著しい悪影

響を及ぼす特定空家が今ありますが、これにな

る手前の空き家を管理不全空家として新たに定

義されています。このため、屋根や外壁の状況、

排水設備の破損などを項目ごとに点数化した本

県独自の統一的な基準案を作成して、市町村が

管理不全空家を容易に判断できるようにしたい

と考えています。 

 ３点目、管理不全空家と判断された場合の対

応ですが、市町村が管理不全空家と認定すれば

その所有者に対して、適切に管理するよう指導、

勧告ができるようになっています。また、今回

の法改正で指導監督をもってしても、なお改善

されない場合は、固定資産税の住宅用地の特例

を解除できるとされています。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私からは、ツ

ール・ド・九州についてお答えします。 

 まず初めに、来年度の予算についての増額理

由は主として２点あり、共に第２回大会ではコ

ースが４市町にまたがることによるものです。 

１点目は、第１回大会に比べて周回コースの減

少等も見込まれることから、警備等に要するコ

ースの総延長が延びることによるものです。 

２点目は、４市町それぞれで観戦ポイントを設

けようと考えているので、イベント関連経費が

増加することによるものです。 

 それから大会広報についてですが、自転車レ

ースの認知度は、まだまだ低いと考えているの

で、コース沿線を中心に各地で周知イベントを

実施するほか、動画を作成してターゲティング

広告を行うなど、Ｗｅｂを活用した情報発信に

も力を入れていきたいと思っています。 

 最後に安全対策ですが、残念ながら昨年の北

海道のレースでは不幸な事故も起きていて、昨

日、今年のツール・ド・北海道は中止という報

道もされています。同様の事故が起きないよう

に、ツール・ド・九州においては車道の両側規

制を行うほか、警備員等も多く配置して脇道か

らの進入車両や沿道の規制を行っていきたいと

思っています。また、警察や土木事務所等とも

連携を密に図りながら、安全なレースの運営に

つなげていきたいと思っています。 

岡野委員 ありがとうございます。 

 まず空き家の方ですが、やはり旧郡部などに

行くと空き家問題は本当に深刻で、仏壇がある

から貸すにも貸せない、所有者が高齢で施設に

入ったとか、結局のところ誰の持ち物なのか管

理する人がいないなどの様々な実情を伺います。 

 また、この４月１日から不動産相続登記の申

請も義務化されますし、管理や活用をとにかく

広く県民の皆様に知っていただき、周知する必

要性があるなと感じているので、そういった取

組になることを期待しています。 

 そしてもう一つ、ツール・ド・九州の方も今

年大変楽しみにしている中で、やはり安全対策

です。さきほど答弁がありましたが、非常に重

要だと思うので是非お願いしたいのと、あとサ

イクルツーリズムとして継続して行っていける

よう、先を見通した事業運営を行っていただけ

ればと思いますので、お願いします。 

中野委員 よろしくお願いします。予算概要の

２７ページ、日田彦山線ＢＲＴ地域振興支援事

業費について質疑します。 

 本事業は、平成２９年７月の九州北部豪雨に
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より被災し、ＢＲＴにより復旧するＪＲ九州日

田彦山線について、ＢＲＴの活用を核とした沿

線地域の振興に係る取組に対して助成するもの

ですが、新年度当初予算案では５千万円が計上

されています。 

 ２点について伺います。１点目は、本事業は

県の単独事業として９５７万４千円、普通建設

事業として４，０４２万６千円が計上されてい

ます。それぞれどのような事業内容を予定して

いるのか伺います。 

 もう１点は、本事業は令和５年度予算のうち

２，９７５万円を次年度に繰り越しているよう

です。どのような分を繰り越したのか、また令

和６年度事業とあわせて、どのようなスケジュ

ールで事業を進めるのか伺います。 

工藤おおいた創生推進課長 ２点質疑をいただ

きました。 

 １点目の具体的な事業内容です。まず、県単

独事業９５７万４千円については、福岡県と連

携したＢＲＴ開業１周年記念イベントやまちづ

くりを担う人材を育成するための年４回の講座

の開催など、ソフト事業を計画しています。次

に、普通建設事業４，０４２万６千円について

は市道の拡幅改良工事、にぎわいの拠点として

の大鶴駅の整備など、ハード事業を計画してい

ます。 

 続いて繰越事業です。これは市道渡場川崎線

の整備事業において、近隣事業者との協議に不

測の日数を要したことから、年度内に竣工でき

ないことにより繰り越すものです。なお、６月

には完成する予定となっています。 

中野委員 事業内容とか、そういったものがよ

く分かりました。 

 この事業内容については、地元自治体である

日田市、大肥の郷まちづくり会議、ＪＲ九州、

大分県の４者で協議して予算要求を行うことと

なっており、今回はその内容が提案されたもの

だと思っています。 

 この日田彦山線ＢＲＴが走る地域は福岡県と

隣接をしており、さきほどの答弁の中で福岡県

との連携という言葉もありました。連携は当然

必要であると思うし、そのように進んでいるか

と思いますが、今一度この連携についての大分

県の取組で、答えられるものがあればお願いし

ます。 

工藤おおいた創生推進課長 やはりこの沿線の

振興、福岡県との連携は必要不可欠だと思って

います。県の予算ではないですが、今度ＤＣが

始まります。その期間中に添田町、東峰村、日

田市がお金を出し合って、蔵めぐりをやるよう

に予定しており、これは西部振興局が事務局を

担う予定になっています。 

澤田委員 私からは２点、事前通告をしていま

したが、空き家対策に関しては岡野委員から質

疑があったので、今回は取り止めます。 

 １点、予算概要２５ページのふるさと大分Ｕ

ＩＪターン推進事業費の若者世帯等への定住支

援について伺います。 

 この定住支援に関しては、若者世帯というこ

とですが、新婚世帯も含まれますか。また今回、

相談窓口の新規設置となっていますが、設置場

所はどこをお考えでしょうか。あと今、大分県

で移住・定住支援をしていますが、今回のふる

さと大分ＵＩＪターン推進事業費の中にある若

者世帯等への定住支援との違いが何か、分かり

やすく教えていただければと思います。 

 もう１点が、ほかの自治体では若者世帯の定

住支援金を用意していて、住居工事や新築中古

リフォーム等の補助金等を行っています。大分

県に戻ってきて、子育てをしたい若者世帯には

新婚世帯も含むと思いますが、非常に重要かと

思います。こういった制度化が今、大分県では

ないと思うので、この移住応援給付金及び移住

支援金を活用し、幅広くそういったところにも

転用できないかどうか、伺いたいと思います。 

工藤おおいた創生推進課長 ４点質疑をいただ

いたので、順次お答えします。 

 まず１点目の対象者ですが、若者世帯につい

ては、夫婦のいずれかが４０歳未満の世帯及び

１８歳未満の子どものいる子育て世帯を対象に

考えています。したがって、新婚世帯も４０歳

未満であれば含まれることになります。 

 相談窓口の設置場所ですが、本事業は委託を

想定していて、相談窓口はその委託先を想定し
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ています。住居に関する相談は多岐にわたるこ

とから、行政書士や司法書士など専門家とのネ

ットワークを有する事業者を想定しています。 

 次に現在の支援との違いですが、住み慣れた

地域に住み続けたいが、新たに住宅を新築する

際、農地転用に時間がかかるとか、どこに相談

していいか分からないといった声があることか

ら、県内に居住している若者世帯への住居等に

関する相談窓口を新たに設置するものです。 

 最後に移住支援金の活用ですが、県内市町村

では新たに移住された方に対して、まずは移住

応援給付金や移住支援金を案内しており、幅広

く活用されているものと認識しています。なお、

移住応援給付金や移住支援金は、移住者が対象

です。県内に居住している方については、市町

村で実施している若者世帯の定住支援金を活用

しているものと考えています。 

澤田委員 よく分かりました。定住と移住とは、

ちょっと別個の考え方ということで、よく理解

できました。ありがとうございます。 

 いずれにしても、この若者世帯は４０歳未満

ということでしたが、しっかりまたこの政策を

進めていただきながら、県外からもそういった

世帯の囲い込みを今後も続けていただければと

思うので、よろしくお願いします。 

木田委員 私からは予算概要の６２ページ、東

九州新幹線等広域交通推進事業費ですが、事業

概要に豊予海峡ルート（四国新幹線）の研究活

動として９６３万３千円が計上されています。

大分市の作成した豊予海峡ルート調査報告書を

見ると、新幹線単線シールドでの鉄道トンネル

計画で事業費とＢ／Ｃが算定されています。一

方でＪＲ北海道は、青函トンネルの防災対策や

避難設備についてホームページで説明していま

す。豊予海峡のトンネル計画における防災対策

と避難設備はどのような対応策が考えられてい

るのでしょうか。 

 今日は資料を配布していますが、まずＪＲ北

海道の青函トンネルにおける安全対策の資料で

す。このような形状になっているのが青函トン

ネルです。延長は５３キロメートルほどありま

すが、こういった避難路が取られていて、避難

所、そして地上までのケーブルカーも設置され

ています。 

 この青函トンネルは、２０１５年に列車火災

事故があって、実際にこの避難が実施されまし

た。特急列車なので１２４人の乗客が２キロメ

ートルほど歩いて避難し、避難所からケーブル

カーでピストン輸送ということで、地上に出る

まで約３時間半かかったそうです。新幹線とな

ると乗客も６００人ぐらいになるので、かなり

安全対策は重要だなと感じています。 

 ２枚目の資料が豊予海峡の大分市がつくって

いる計画です。下の単線シールドの計画が今調

査報告書として出されていて、事業費とＢ／Ｃ

が計算されています。 

 この図を見ると、何か非常に避難路も狭いよ

うな感じで、どうやってこの避難路に入るのか

分かりませんが、狭いので階段はどうするのか、

あるいは車椅子の方はどうやって避難できるの

だろうかと思います。上の複線の図になると、

階段あるいはスロープも設置可能な構造が取れ

ますが、こういった状況が今示されています。 

 この内容によってどのような安全対策を取る

か、どちらのトンネル構造を取るかで事業費も

変わってくると思います。この研究活動予算が

９６０万円程度ですが、県独自でしっかりとし

た鉄道計画を是非つくり直すべきではないかと

思うので、考えをお聞かせください。 

藤川交通政策課長 豊予海峡ルートのトンネル

における防災対策とか避難設備についてお答え

します。 

 豊予海峡ルートについては、まだ現時点でト

ンネルなのか、橋梁なのかということも今後の

検討課題です。これらのことも含め、例えばル

ートなどの様々なことを検討するためにも、来

年度、まずは断層に関する文献調査等を行うこ

とにしています。 

 今後プロジェクトが進捗して、必要が生じた

場合には、最新の技術基準に基づいた防災対策

とか、避難設備も含めて検討することになると

考えています。 

木田委員 海底トンネル工事の重要なポイント

は、やはり地質そしてまた地形ですね。過去の
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地震歴もあると思います。青函トンネルの津軽

海峡は、実は地震事例がほとんどないですね。 

この豊予海峡は、過去マグニチュード７以上が

複数回観測されているので、海底地形もかなり

津軽と違う状況があります。 

 土被りの計算ですが、交通政策課も土木の技

術員が兼務で配置されているので、是非お尋ね

いただきたいと思います。この土被りで本当に

地震に耐えられるトンネルの耐震構造が取られ

るのかという心配があると思います。私、土木

の大学教授にこの図面で大丈夫かと尋ねたら、

これではちょっと不安があると。今、佐賀関フ

ェリー乗り場が出口になっていますが、やはり

大在ぐらいから掘らないと安全深度は取れない

のではないかとおっしゃっていました。 

 そうすると、ほぼ両側が１０キロメートル以

上延びて、青函トンネルの５３キロメートルと

ほぼ同じようなトンネル構造になるので、しっ

かりとした安全対策が求められると思います。

愛媛県の同意がなければ、この事業は多分不可

能だと思うので、そういうしっかりとした安

全・安心の計画書をまず議会の方に、やはりこ

ういう計画なら安全だということを示しいただ

きたいと思います。そういった面で県独自の計

画をつくり直してもらいたいと思うので、その

ことについてもう一回答弁をお願いします。 

藤川交通政策課長 おっしゃるとおり、豊予海

峡ルートは本県だけでどうなるものでもないの

で、愛媛県とか、そういったところの同意が必

要になります。仮に整備するとしたときの費用

負担をどうするかもまだ全然話し合われていな

いので、今後は愛媛県というか四国各県との連

携も必要になるので、来年度はそういった各県

との連携をさらに深めていきながら、豊予海峡

ルートの実現に向けていきたいと考えています。 

木田委員 知事も責任と使命感を持って成し遂

げたいとの思いを表明されていますが、議会と

しても、この二つのプロジェクトを同時並行で

前に進めるという判断を、来年度予算について

今求められている。大変重要な判断だと思って

いて、予算特別委員会に引き続き、総務企画委

員会も開かれるので、しっかりとした資料をお

示しいただき、審査をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

佐藤委員 よろしくお願いします。たくさん通

告を出し過ぎたので、精査して２点に絞りたい

と思います。 

 予算概要２６ページ、さきほど岡野委員から

も質疑がありましたが、空き家対策促進事業費

についてです。さきほどの説明で判断基準等、

事業の内容はよく分かりましたが、判断基準が

出ることによって対応がしっかりできるので、

それは大変ありがたいと思っています。 

 しかし、市町村が一番困っているのは、もと

もとの所有者、それから相続者が分からないと

か、空き家が大変たくさんあり過ぎて対応がで

きないとか、相続者を見つける事務そのものが

多大になっているとか、大変苦労している分が

あります。そういった点に関して、今回この中

で何か対応策があるのかどうか、もしあれば教

えていただきたいと思います。 

 もう１点が予算概要２８ページ、おおいたふ

るさと納税推進事業費の関係をお聞きします。

新年度からふるさと納税の増額を目指していく

ことで事業費が出ていますが、新規返礼品の拡

充の状況、それから見込みといったものはどう

なっているか、教えていただきたいと思います。 

 それから、このふるさと納税のポータルサイ

トをどうしていくのか。自前でやるのか、それ

ともどこかに入っていくのか、それについてお

答えをお願いします。 

工藤おおいた創生推進課長 ２点質疑がありま

した。 

 まず１点目の空き家の相続は、委員おっしゃ

るとおり、やはり相続をしっかりやっていただ

かないと利活用にもつながっていかない。そう

いう意味で、所有者の責務が今回の法改正で強

化されたので、ガイドブックを来年度つくって

空き家の所有者にしっかり相続するような働き

かけをやっていきたいと考えています。また、

相続が進んでいなくて危険な空き家は、結局の

ところ行政による代執行、これも大分県でも増

えつつあるので、こういった事例も先月の官民

連携検討会議で情報共有しています。 
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 続いて、ふるさと納税についてです。１点目

の返礼品の拡充状況と見込みですが、これまで

大分県では坐来大分の食事券、それから芸術文

化友の会の会員券、トリニータ後援会の３品で

した。昨年１１月から大分県として全国に誇れ

るものとして、おおいた和牛の食べ比べセット

や乾しいたけ、アルゲリッチ音楽祭のＤＶＤな

ど４種類を追加しました。加えて１２月からは、

おんせん県おおいたを周遊してもらうための宿

泊クーポンなど８種類を追加で拡充しました。

また先月は、今度開かれるアルゲリッチ音楽祭

のチケットを限定販売という形で行って、大変

好評いただき、寄附額も順調に今増えています。 

 今後は関西にある、おおいた和牛のサポータ

ーショップの食事券とか、坐来大分の県産品の

お土産がついている食事券とか、あるいはＯＰ

ＡＭの企画展、これまでやってきた企画展の図

録など、こういったものも本県の認知度向上と

県産品の消費拡大につながると考えており、準

備していきたいと考えています。 

 それからポータルサイトについてですが、こ

れまで県では、ふるさとチョイスの１社だけで

したが、１２月から楽天ふるさと納税を追加し

ています。今後、この運用している２社の寄附

状況や他の自治体の状況なども参考に、サイト

の拡充も検討していきたいと考えています。 

佐藤委員 まず空き家の問題ですが、本当に市

町村は活用ができるのかが一番なので、そこに

ついて大変苦労して頑張っていますが、既に調

べたけれども相続者が分からない、そして所有

者もどこに行っているか分からないような状況

もあります。今後、そういったものも相談に乗

っていただきながら、いい方向に行けるように

お願いしたいと思います。 

 ふるさと納税の関係ですが、いろいろと商品

をどんどん増やしていただいているようで、今

後の展開を期待しています。 

 ポータルサイトの方は、豊後高田市の取組で

も最初は自前でやっていましたが、なかなかや

はり増えなくて、手数料の問題が少し気になり

ますが、やはり大手に入ると増えていく状況が

あるようなので、よく検討いただきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

若山委員 私からは２点質疑します。 

 予算概要４１ページ、まちなかアートフェス

タ開催事業費についてですが、アルゲリッチ音

楽祭とＪＲデスティネーションキャンペーンと

の連携については、さきほど部長からの説明も

ありましたが、特にデスティネーションキャン

ペーンとの連携の中で、県内各地でどのような

イベントが開催されるのか、具体的に御説明を

いただきたいと思いますし、これによってどの

ような効果を期待するのかを伺います。 

 ２点目として予算概要４９ページ、おおいた

ブランド戦略強化事業費のデジタル広告による

情報発信についてです。令和５年度から始まっ

た事業だと思いますが、その実績を踏まえて来

年度はどのように取り組んでいくのか伺います。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私から、別府

アルゲリッチ音楽祭やデスティネーションキャ

ンペーンとの連携についてお答えしたいと思い

ます。 

 さきほど別府アルゲリッチ音楽祭との連携に

ついては、部長からも説明がありました。補足

すると、大分駅前でのフィルムコンサートに加

え、音楽祭のパネル展示やアルゲリッチ財団が

推薦する県内若手演奏家によるステージイベン

ト、そういったものも予定しています。またア

ートフェスなので、アーティストの作品の展示

販売、あるいはワークショップといったものも

実施を予定しています。さらに、アルゲリッチ

の日の周知に向けて、別府駅でトークイベント

やミニコンサート、そういったことも予定して

います。 

 それから、デスティネーションキャンペーン

との連携ですが、現在予定しているのが音楽祭

との連携イベントのほかに臼杵市の蔵びらき、

あるいは日田市豆田町など、県内で６か所程度

ミニコンサートやワークショップなどのイベン

トを実施していきたいと思っています。こうし

たことによって、デスティネーションキャンペ

ーンで訪れた多くの観光客の皆様方に、おもて

なしができればと思っています。 

柴北広報広聴課長 私からはデジタル広告の取
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組について説明します。 

 今年度は、県内在住の２０代から４０代の女

性をターゲットとした再就職のためのマッチン

グイベント、おしごとフェスタの告知など全庁

各課から１０の広報テーマを選び、それぞれ２

週間から１か月程度デジタル広告を行いました。 

 その成果として、おしごとフェスタの広報で

は、特設サイトへの誘導数は約１万６千回を数

え、実際のイベント参加者数もデジタル広告を

行う前から倍増するといった一定の効果が確認

されました。また、実績が芳しくなかった例に

おいても、ターゲット設定の見直しや誘導先サ

イトの改善など、課題とその解決に向けた気付

きを得られました。 

 令和６年度においても、引き続き県庁各課か

ら１０テーマを募集し、デジタル広告による広

報を行うこととしています。その際には、デジ

タルマーケティング戦略アドバイザーとも連携

しながら目標指標を設定し、広告配信前後にお

ける数値比較等を行うなど、より明確で適切な

効果検証に努めていきたいと思っています。 

若山委員 まちなかアートフェスタ、こういっ

た部分での連携は非常に重要なことで、県民に

対してアート、文化芸術が広まると思いますが

これにとどまることなく、様々なイベントを各

市町村でもやっているので、そういった部分と

も兼ね合わせながら、来年度以降も含め是非そ

ういった形で芸術文化の振興を図っていただき

たいと思っています。 

 ２点目のデジタル広告ですが、今デジタル技

術はいろいろと日々更新されているような状況

なので、これもまた日々研鑽をして是非誘客の

部分につなげていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

吉村（尚）委員 よろしくお願いします。 

 大きく２点について通告していますが、まず

予算概要の３４ページ、外国人受入環境整備事

業費のうち多文化共生の推進についてですが、

県内でも働き、学び、そして暮らしている外国

人が本当に増えてきているし、そのような中で

外国人にとっても、それから企業の方や地域の

人たちにとっても、お互いのコミュニケーショ

ンを図っていくことはとても重要だと思います。

そのような中で、外国人の日本語習得もとても

大切だと思います。 

 そこで３点伺いますが、県内で開催されてい

る日本語教室の活動状況や内容及び課題につい

てが１点目。それから、初級日本語教室地域モ

デルと基礎日本語オンライン教室の違いは何か、 

さらにまた、初級日本語教室の地域モデルをど

のように他地域に普及させていくのかが２点目。 

 それから３点目として、人材確保や人材育成、

外国人のニーズに応えるための教室面などの課

題がある中、初級、中級、上級の日本語教室ボ

ランティアの育成をどのように図っていくのか

について伺います。 

 それから、予算概要６５ページの公共交通Ｅ

Ｖ車両導入支援事業費についてです。 

 脱炭素社会を目指す中で、環境に優しいＥＶ

車両の導入については、今後積極的に進められ

ていくべきものだと思いますが、日本メーカー

のＥＶバスは、中国製に比べると随分価格も高

くなっているようです。そういう意味で、この

助成事業は、ＥＶ車両の拡充に向けては有効だ

と思います。 

 そこで４点伺いますが、ＥＶバス等の導入補

助及びＥＶタクシー等の導入補助の内容、車両

何台分か、それから充電施設は何か所設置する

のか、それから補助割合ということが１点目。 

 それから大きく２点目として、ＥＶバス及び

ＥＶタクシー、それぞれの今後の導入の目標に

ついてどのように考えているか。特に充電施設

については整備を急がなければならないと思い

ますが、その点についてはどう考えているのか。 

 それから３点目として、自治体とバス事業者

が共同してバスを導入する場合とか、自治体が

運行をバス事業者へ委託した場合など、それは

支援の事業の対象となるのか。 

 それから４点目として、災害時にＥＶバスを

電力供給源として活用することは非常に大事だ

ろうと思いますが、その協定をどこかと結ぶ予

定があるのかについて伺います。 

荻国際政策課長 私からは外国人受入環境整備

事業についてお答えします。 
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 現在、県内８市１９か所でボランティアを主

体とした日本語教室が開催されていますが、そ

の多くは市町村が会場の無償貸与や経費の一部

助成等を実施しています。そういった中で、市

町村からは、新たに日本語教室を開設するため

に必要な指導方法や運営方法に関するノウハウ

が乏しいとの声を伺っています。このため、令

和６年度から新たに開始する初級日本語教室地

域モデルでは、初級日本語教室を開催したい市

町村を伴走型で支援したいと考えています。 

 具体的には、技能実習に代わる新たな制度で

受検が義務付けられる見込みの最低限必要なレ

ベルの日本語、いわゆる日本語能力検定Ｎ５レ

ベルですが、こちらを県が派遣する講師が教え

るとともに、地域住民との交流をリアルで開催

することを想定しています。一方で、基礎日本

語オンライン教室では、同じく今後の制度改正

で特定技能１号へのステップアップに必要とな

るレベルの日本語、いわゆるＮ４レベルですが、

こちらの日本語をオンラインで受講させること

を考えています。 

 市町村が運営する日本語教室には国の補助金

が活用できることから、モデル事業実施以降は

国の補助金を活用した市町村の独自運営を促し、

普及と定着を図っていきたいと考えています。 

 最後に、日本語教室ボランティアの育成につ

いてです。従来実施してきた初級、中級研修に

加え、これらの研修の修了者等を対象とした上

級研修を、県が配置している日本語教育の総括

コーディネーターが、県内２地域で３回ずつ行

う予定としています。 

藤川交通政策課長 私からはＥＶ車両の導入に

ついてお答えします。大きく４点いただいたの

で、順次説明します。 

 １点目の補助内容については、まず導入の車

両台数ですが、ＥＶバスに関しては３台、タク

シーについては１２台を来年度考えています。 

 充電設備がそれぞれ車両につき１基いるので、

全部で１５基です。やはり導入する会社が違っ

たり、営業所が違ったりすることが考えられる

ので、車両１台につき充電設備も１基と考えて

います。 

 補助割合は、賃上げを行った場合と行わない

場合の大きく二つに分けています。１．５％以

上の賃上げを行った場合は、バスに関しては県

の補助率は１２分の５、これには国の補助金も

あるので、国の補助金と合わせて４分の３を上

限としています。タクシーに関しては、県の補

助率は５分１、国の補助と合わせて３分の２を

上限としています。 

 賃上げを行わない場合は、バスに関しては県

の補助率は３分の１、国の補助と合わせて３分

の２が上限です。タクシーに関しては、賃上げ

を行わない場合は補助対象としていません。 

 続いて導入目標ですが、今回導入にあたって

は３か年の計画を立てています。令和８年度ま

でにバスは９台、タクシーは３６台、充電器は

合わせて４５基の導入を目標としています。 

 なお充電器についての考えですが、この公共

交通のＥＶ車両の導入については、さきほど言

ったように、４５基ということで目標を掲げて

います。 

 支援事業の対象については、県内のバス事業

社を今回補助事業の対象にしているので、委員

の想定したような場合であっても支援事業の対

象となると考えています。 

 ４点目の災害時におけるＥＶバスの活用につ

いては、例えば直流の電気を交流に変換する機

器を準備して、大型ＥＶバスを災害時の電力供

給源として活用すると、バス１台で４人家族が

約４週間生活できると言われています。現在、

大分県バス協会との間で災害時における人員の

輸送に関する協定を県は既に結んでいます。そ

の中に、今後ＥＶバスからの避難所等への電力

供給についても協定に盛り込むことができるの

かどうかについては、バス協会を通じて事業者

の方と話し合っていきたいと考えています。 

吉村（尚）委員 少し細かい質疑になりました。

一つ目は、技能実習生が廃止をされて新しい制

度に変わろうとしている中で、より日本語の習

得が求められていることだろうと思います。 

 現在行われている日本語教室の課題ですね。

なかなか人が集まりにくいとか、受講したとし

ても定着率が悪いという課題もあるので、そう
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いったところも踏まえ、また充実したものにな

るように支援をお願いしたいと思います。 

 それから、ＥＶ車両についてはランニングコ

ストは安いが、国産になるとやはり車両がまだ

まだ高いと。中国製の方が安いので随分と国内

には入ってきているようで、いろんな課題があ

りますが、特に充電施設の課題についても公共

施設というか、公園やスポーツ施設なども含め

て、拡充にもしっかりと取り組んでいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

御手洗（明）委員 では、６６ページの乗合バ

ス利用効果実証事業費について質疑をします。 

 そこにあるように、環境負荷の軽減や交通渋

滞の緩和は、非常に重要な課題であると考えて

います。今回の事業対象は、県内の路線バスと

記載されていますが具体的にどの路線で、どの

くらいの人数を対象として想定しているのか、

御説明願います。 

 現状として、それぞれの路線にどれくらいの

環境負荷や交通渋滞が生じているのか、また今

回の実証実験で得られた知見を今後どのように

活用していく予定なのかもあわせて伺います。 

藤川交通政策課長 乗合バス利用の効果実証事

業についてお答えします。 

 まず対象路線と対象人数ですが、対象路線に

ついては、高速バスや空港バス等を除く県内の

バス事業者９社が運行する全路線バスを考えて

います。令和４年度の１日平均の乗合バスの輸

送人員が３万６千人です。その人数が対象にな

りますが、昨年度は佐賀県が同様の取組をして

おり、その佐賀県の結果を見ると無料の日の乗

客数は前年の約２．２倍になっているので、本

県もそういった形になると１日当たりの利用者

数が７万９千人ぐらいになるのではないかと想

定しています。 

 ２点目の環境負荷と交通渋滞についてです。

まず環境負荷については、さきほど申したよう

に今回の事業対象が全路になるので、ＣＯ２の

排出量などの環境負荷が現在どのくらいあるか

正直不明です。今申し上げられるのは、国が示

しているデータによると、マイカーからバスへ

の利用の転換が図られると、１人当たりのＣＯ

２排出量が約５６％減少すると言われており、

この事業を通じてバス利用を促進することによ

り、環境負荷の軽減に取り組んでいきたいと考

えています。 

 次の交通渋滞については、国の大分河川国道

事務所が主催をしている大分県交通渋滞対策協

議会によると、県内には主要渋滞箇所が１４０

か所あると言われています。そのうち７割が大

分市に集中しているので、今回の事業では大分

市内で慢性的に混雑している箇所から、特に数

箇所をモニタリングして、無料運行の日の前日

や当日、それと実施後にどんな渋滞状況になっ

たのかについて検証したいと考えています。 

 次の知見の活用予定ですが、利用者にアンケ

ート調査等を実施します。結果を分析して各バ

ス事業者へ提供することで、新たな割引制度の

導入の検討などに生かしてもらいたいと考えて

います。あと、与えられたデータを活用して交

通渋滞の緩和やＣＯ２の削減効果をＰＲするこ

とで、バスへの乗換えを促進したいと考えてい

ます。 

御手洗（明）委員 ありがとうございました。

私も大分市に住んでいるので、交通渋滞の状況

は身を持ってよく分かっています。バスを利用

した方がいいだろうなと思いますが、行きはあ

っても帰りの便がない状況もあり、このたびの

大分市内のバス運賃値上げもあって、また利用

者が離れていくのではないかと危惧もしていま

す。 

 その一方で、高齢者を中心にやはりバスがな

いと困るという声も聞いているので、今回の実

証実験でいい結果が得られることを祈っていま

す。よろしくお願いします。 

清田委員 ２点通告しているのでお願いします。

まずは概要書４３ページです。 

 大分スポーツ地域活力創出事業費、本事業で

の合宿誘致は大分市が中心かと思われますが、

県内各地域での合宿誘致の取組状況はどうなっ

ているのか伺います。また、来年度以降の取組

はどのように考えているのかもあわせて伺いま

す。 

 ２点目として、概要書の６６ページの自動車
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運送事業者乗務員確保対策事業費です。部長か

らも説明いただきましたが、各支援メニューに

関しての具体的な取組と詳細をお伺いします。

あわせて、この支援メニューを行うことで、２

０２４問題に関してどのような効果の発現を見

込んでいるのかも伺います。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私からスポー

ツ合宿についてお答えします。 

 委員御指摘のとおり、本県の合宿状況を鑑み

ると、練習場所や宿泊施設が限られているとい

った課題もあって、今年度の実績においても大

分市で行われている合宿が約半数を占めていま

す。しかし、県と県内全市町村で組織する大分

県スポーツ合宿誘致推進協議会の設立から約４

年が経過し、今年度は中津市や日田市において

協議会を活用した合宿誘致を初めて実施するな

ど、次第に各地域へ広がっている状況です。 

 来年度以降の取組ですが、来年度以降もこの

合宿協議会の活動を通じて、多くの市町村と連

携しながら新規合宿誘致に取り組むと同時に、

青山学院大学など本県に長らく合宿を行ってい

ただいている団体もあるので、そういった団体

の意見や要望を伺いながら、合宿を継続してい

ただけるよう努めていきたいと思っています。 

 それから、例えば別府市においては実相寺な

どにラグビーやサッカー等の練習環境が整って

いることから、ラグビーを中心とした合宿を誘

致している状況もあります。こうした地域の特

性を生かした取組なども市町村と連携しながら

進めていきたいと思っています。 

藤川交通政策課長 私からは乗務員の確保対策

について説明します。 

 支援メニューの詳細ですが、免許の取得は従

来、二種免とかを取ろうと思ったら２１歳を越

さないと取得できない要件がありましたが、そ

れが緩和される特例教習事項に対して支援を行

います。バス、タクシーについては、それぞれ

２分の１の補助、トラックについては３分の１

の補助を考えています。 

 そのほか、就労環境の改善として就業規則や

賃金の見直し等に係る社会保険労務士等の専門

家への相談費用の一部助成も考えていて、バス、

タクシーに対して２分の１の補助を考えていま

す。あと採用活動に対する支援として、ホーム

ページの改修や募集広告、就職説明会への出展

等の採用活動に係る費用の一部を補助し、バス、

タクシーに２分の１の補助を考えています。 

 以上の事業者の補助メニューに加え、経営者

向けのセミナーや女性乗務員との交流会等、女

性乗務員の活躍促進のための取組も実施するこ

とにしています。２０２４年問題に対しての効

果について、こういった各事業についてバスや

タクシー、トラック業界の新規採用者数が増加

するのではないかと見込んでいます。 

 それに加えて、女性乗務員が活躍できる業界

であることも広く情報発信することによって、

これまで業界に目を向けていなかった女性の入

職希望者が増加することで、必要な乗務員数を

確保して地域公共交通の維持確保に努めたいと

考えています。 

清田委員 スポーツの関係で１点だけ伺います。 

 合宿協議会設立ということで、佐伯市の現状

を通じて御提案というか伺いますが、実は最近

もソフトバンクホークスの柳田選手の自主トレ

をはじめ、それを皮切りとして地元出身ですが

佐野航大さん、オリックスバファローズからず

っとですね。あと私が知っているだけで新日本

製薬の野球部やスバル自動車の野球部、あと拓

殖大学の陸上部、それに杏林大学の野球部もず

っとリピーターで毎年キャンプに来ていただけ

ている。これはスポーツ施設の指定管理者によ

るきめ細かいコンシェルジュ的な支え、オフの

日にゴルフに行きたいと言えばゴルフの予約を

してあげたり、焼肉屋に行きたいと言えば焼肉

屋の予約をしたりといった取組があって、毎年

来ていただいています。 

 そこで１点ちょっと提案ですが、これは実際

今年ありましたが、佐川急便の女子ソフトボー

ル部からある方を通じて、佐伯市でキャンプを

したいけどと私に話がありました。市役所と協

議しましたが、毎年来るそういうチームのスケ

ジュールが既に入っているので、どこかが来年

から来ないと言わない限り、残念ながら佐伯で

は受入れできない非常にもどかしい状況があり
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ました。そういうことも協議会で吸い上げてい

ただいて、佐伯市はいっぱいだけど他に受け入

れる市町村はどこかないか、御紹介までしてい

ただけると非常にいいなと思いましたが、いか

がでしょうか。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 協議会が発足

して４年となり、かなり市町村同士あるいは県

との連携もできてきたところです。 

 そうした中で、いろんな要望と言うか合宿の

情報も入っており、県でそれを集約することで

ここの地域だったら、こういったスポーツ施設

があるといった御紹介もしています。そういっ

た各団体から要望があったら、他の地域や他の

スポーツ施設、そういったところも紹介してい

きたいと思っています。 

穴見委員 ２点ありますので、お願いします。 

 まず概要書の３４ページ、外国人受入環境整

備事業費の中にある上級日本語教室ボランティ

アの育成研修です。さきほど吉村尚久委員から

も質疑がありましたが、少し内容が異なるので

そのまま伺います。人口減少が進む中で多文化

共生、そして外国人材の活用は不可欠だと思っ

ています。そして、そのための言語学習機会の

拡大も必要ではないかと思います。 

 しかしその中で、初級や中級というのはよく

聞くところですが、上級となるとどのような方

を対象とされているのでしょうか。そしてまた、

その目的と、さらに予想される効果などもあわ

せて教えていただければと思います。 

 続いて４０ページ、芸術文化創造発信事業費

の中にある県立総合文化センターリニューアル

オープンイベント開催事業についてです。県立

総合文化センターは大分県を代表するコンベン

ションホールの一つでもあるし、そのリニュー

アルということで力を入れていると思いますが、

具体的にどのようなイベントを計画されている

でしょうか。そしてまた、一時的な効果だけで

なく、その後の発展にもつなげていくべきだと

思うので、その後の魅力発信や来場者数増を目

指す上での取組、考えなどがあればあわせて教

えください。 

荻国際政策課長 お答えします。 

 現在、国において検討が進められている新た

な外国人就労制度においては、実質的に永住が

可能となる特定技能２号の在留資格要件として、

高度な日本語能力、さきほどＮ５やＮ４と申し

ましたが、この場合は日本語能力検定Ｎ３程度

の能力が求められる見込みとなっていて、本県

でも、よりスキルの高い指導者が必要になると

考えています。 

 あわせて、日本語教員に係る国家資格制度が

今年４月に導入されました。こちらの制度では

５年間の移行期間はありますが、今後は全ての

認定日本語教育機関の講師に、資格取得が義務

付けられる見込みとなっています。 

 こうした背景を踏まえ、地域の日本語教室等

でより高いレベルの日本語教育を行う方、日本

語学校等に勤務し、国家資格の取得を目指す方

を対象として、上級研修を開始することとした

次第です。 

三浦芸術文化スポーツ振興課長 私から、総合

文化センターのリニューアルオープニングイベ

ントについての質疑についてお答えします。 

 まず、センターがリニューアルするにあたり

機能向上を目指しているので、向上したすばら

しい中身を実際に体感してもらうため、大分県

芸術文化スポーツ振興財団が主催するグランシ

アタでの公演のうち、親子でも楽しめる企画と

してウィーン少年合唱団、あるいはレクチャー

つきオーケストラコンサートといったものを対

象に親子５００組、１千人の皆様を御招待した

いと考えています。音の泉ホールについては、

県民の皆様が無料で楽しめる海外若手演奏家に

よるクラシックコンサートを開催して、より多

くの県民に芸術文化に触れる機会を提供したい

と考えています。 

 それから今後の魅力発信、来場者増のための

取組です。まず、来場者を増やすためには何を

もっても、県民ニーズを捉えた魅力的な公演を

行うことが大切だと考えていて、来年度はドイ

ツ・カンマーフィルハーモニー管弦楽団やイギ

リスの近衛軍楽隊、オペラ竹取物語あるいは市

川団十郎襲名披露巡業など、幅広いジャンルの

公演を計画しています。 
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 こうした各公演の広報については、それぞれ

のジャンルにおいて雑誌やＳＮＳなど、より効

果的な媒体を見極めながら実施していきたいと

思っています。あわせて、新たなファン層獲得

のために、小学校等へのクラシック音楽の演奏

会など、アウトリーチ活動にも引き続き力を入

れていきたいと思っています。 

穴見委員 県立総合文化センターのリニューア

ルの件です。リニューアルは、そうそうあるこ

とでもないし、いい機会、またチャンスと捉え

て、今後の来場者数増にしっかりつなげていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

福崎委員 私からは四つ質疑通告していました

が、一つ目の芸術文化創造発信事業については

今、穴見委員から質疑が出たので省かせてもら

い、残り三つについて質疑したいと思います。 

 まず、予算概要書５４ページの統計事務費に

ついてです。 

 政策検討にあたっては、統計の活用が大変重

要であると思います。統計データの利活用に向

け、県職員がデータ分析などをしっかり行える

ような取組が必要と思っていますが、県として

どのような取組を行っているのか伺います。そ

れから、統計グラフコンクールというのが記載

されていましたが、この開催状況について教え

てください。 

 ２点目が、予算概要書６３ページのホーバー

クラフト利用促進事業費、それから３点目が予

算概要６４ページのホーバーターミナルおおい

た管理運営事業費で、ホーバークラフト関係に

ついての質疑です。 

 ホーバークラフトについては、過去に大分県

でも運航されていました。私もホーバークラフ

トを運航していた船長をよく存じています。そ

の船長いわく、再開にあたってはホーバークラ

フトは高速で、走行中は視野が狭くて大変危険

と言うか、高度な操縦技術が必要であるとのこ

とで、ホーバークラフトをまたやるのはどうな

のかと、操縦技術の面から心配されていました。 

 そうしたこともあって、私もホーバークラフ

トの再開については心配していましたが、訓練

早々に事故を起こして、運航開始が秋にずれ込

んでいるので、心配が的中したような感じを抱

いているところでもあります。秋の運航開始に

向けて準備状況はどうなっているのか大変心配

されますが、教えてほしいと思います。 

 それから運航後の安全確保、ホーバークラフ

トの操縦士の操縦技術とか運航体制について、

ハードですから精神的な疲労感も大変高いもの

があるのではないかと思いますが、安全に運航

していただくための操縦技術力の確認等を県と

してどのように行っていこうと考えているのか、

お尋ねします。 

 それからホーバーターミナルの管理は、管理

運営事業費ということですから、直営で行って

いくのかなと思っていますが、そこを直営で行

っていくのか、直営で行うのはいつまで行うの

か、委託などの予定があるのかということです。

それを含めて、将来的な管理運営体制をどのよ

うに県として考えているのか、お尋ねします。 

宮澤統計調査課長 私からは統計事務費につい

て、統計データの利活用と統計グラフコンクー

ルの開催状況についてお答えします。 

 まず、統計データの利活用についてです。利

活用するためには、個々の職員が様々なデータ

から地域の課題を的確に読み解き、その結果を

合理的な意思決定に活用する能力が必要だと思

います。我々はそれを統計リテラシーと呼んで

いますが、その能力の底上げを図ることが重要

と考えています。そのため、従来からデータ分

析、あるいはアンケートの手法といった調査の

手法を学ぶ研修や先進自治体の職員を講師とし

た実践事例研修などを実施しています。 

 また、ｅ－オフィスという我々全職員が利用

する共通の事務システムがありますが、そこの

共有システムを活用して、統計データに関する

様々な情報提供を常時行っています。それによ

り、職員がいつでも統計データを参照できる環

境を整えています。さらに統計相談という形で、

各所属がデータの利用や分析などを行う際の技

術的な相談に応じるとともに、各部局が抱える

政策課題の解決に向け、統計データを用いた共

同研究なども行っています。 

 令和６年度においても引き続き、統計リテラ
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シーの向上を目指した職員研修の開催や相談業

務など、所属支援の実施によって職員の統計デ

ータの利活用促進に努めていきたいと思います。 

 もう１点、統計グラフコンクールの開催状況

についてです。この統計グラフコンクールは、

子どもの頃から統計に親しんでもらい、統計グ

ラフの表現技術を身に付けるとともに、統計の

大切さや統計調査に関する理解を深めてもらう

ことを目的に、実は昭和２８年から全国で行わ

れています。大分県も全国にあわせ当時から毎

年コンクールを開催しており、令和５年度が７

１回目の開催となっています。 

 県内に住む小、中、高校生を中心に作品を募

集しています。令和５年度は１２７人から応募

がありました。そして県コンクールを受賞した

作品のうち、優秀作品については全国コンクー

ルに出品しています。令和５年度は２１作品を

出品して入選１、佳作２作品が選ばれました。 

 令和６年度も引き続き、統計グラフコンクー

ルを開催することで、統計が私たちの生活に深

い関わりを持っているということを伝え、統計

に興味と親しみを持っていただけるよう努めて

いきます。 

藤川交通政策課長 私からはホーバークラフト

に関しての質疑に対してお答えします。 

 まず準備状況と操縦士の訓練の話ですが、準

備状況については、事故により中断していた運

航の訓練が先月２７日から再開され、現在は発

進や停止、旋回、上陸などの基本訓練が重ねら

れています。今後、この基本訓練から本格的な

本番を想定した訓練に移っていくわけですが、

そういった訓練を通じて、最適なルートや巡行

速度などが検証され、運賃や運航ダイヤが決定

される予定です。 

 なお事故により損傷した１番船が、長い間大

分空港に置かれた状態でしたが、ようやく明日

にも西大分の艇庫に移動され、イギリスの造船

事業者の協力を得ながら修理に着手する予定で

す。 

 続いて操縦士の訓練に関してですが、先月か

ら再開された訓練には、操縦に精通したイギリ

ス人の船長が常時乗り込んで、隣に座って口頭

による技術指導を行っています。また、一定期

間の訓練を終えた操縦士に対しては、操船技術

の習熟度を見極めるための試験も行われていま

す。県からも訓練には万全を期すよう運航事業

者に要請していて、今後しばらくはイギリス人

船長の協力を得ながら、訓練を重ねていく予定

だと聞いています。 

 続いて、ホーバーターミナルの件に関してお

答えします。今回整備した発着地には、ホーバ

ーが乗り上げる車路、３隻を並べて保管や整備

を行う大型の艇庫、歩いて上れる長いスロープ

状の屋根など、特殊な施設や設備、機能を有し

ています。そのため、まずは県直営で管理運営

を行いながら、適切な施設管理の方法や費用を

見極めることとしています。１年間を通じてそ

ういった状況を見極めて、今後の管理運営の在

り方を検討したいと考えているので、少なくと

も令和７年度までは県直営とする予定です。 

 次に、将来の管理運営体制をどのように考え

ているかについてです。さきほど申したように、

まず県直営で管理運営を行う中で、民間の経営

手法を取り入れる方が施設利用者の満足度が高

まり、経費の削減も図られるという見通しが得

られれば、指定管理者制度等の導入も検討した

いと考えています。 

福崎委員 ありがとうございました。 

 ホーバークラフトですが、イギリスの船長が

来て指導されているとのことですが、要は県と

してきちんと安全に操船できる技術が確保でき

たのか、しっかり確認していただきたい。やは

り県がやっている事業ですから、県が確認して、

これは安全に運転できるなと誰かが確認して判

断していただかないと、何か全てお任せでは何

か起きたときに、私たちはそこまでできません

でしたという話にはならないと思います。これ

は人を乗せて走るものですから、やはり安全が

一番優先されるし、もし万が一事故が起きたと

きには、ホーバーは二度と運航できないのでは

ないかと思っています。 

 バス１路線だけでは空港路線が駄目というわ

けではないですが、足りないということでホー

バーをせっかく運航するのなら、やはり安全第
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一、そして県がしっかり確認した上で運航して

いく。それから運航後は、操縦士の体調などを

しっかり会社が管理して、過重労働にならない

ような体制もしっかり確認していきながら、操

縦士も安全で運転できる環境をしっかりつくっ

ていかなければ安全は守られないと思うので、

そこら辺しっかりとお願いしたいと思います。 

二ノ宮委員 ２点について、お聞きします。 

 まず１７ページ、地域連携プラットフォーム

機能強化事業費についてです。３か年事業であ

った地域連携プラットフォーム推進事業費が廃

止され、新たにタイトルに機能強化の文字が入

り、特別枠でこの事業が予算化されたことは課

のやる気を感じています。 

 この事業については、地域課題の解決や学生

の県内定着を促進するため、産学官による大分

地域プラットフォームを通じて、大学等と企業

や地域が情報交換、デジタルツール導入や共同

事業、学生のフィールドワークなどを支援する

とあります。旧事業から見直した点は何か、そ

れから、おおいた地域連携プラットフォームを

通じてとありますが、その概要についてお聞き

します。 

 ２点目は２６ページのスキルアップ移住推進

事業費についてです。事業概要によると、本県

のＵＩＪターンを促進するため、求人が堅調で

人材不足が顕著なＩＴ分野及び医療・福祉分野

への転職を考える移住希望者に、技術習得から

移住、就職、定住まで一貫して支援とあります。

ＩＴ技術講座のエンジニアの受講支援や看護や

介護、保育分野での資格取得講座の受講支援の

事業については、人材不足解消から早急に取り

組む必要があると理解していますが、ただ特別

枠にあるＩＴ技術講座のＷｅｂマーケティング

の受講支援の概要と、Ｗｅｂマーケティングを

選んでＩＴ技術講座へ新たに追加した理由をお

聞きします。 

小野政策企画課長 私からは地域連携プラット

フォーム機能強化事業について２点お答えしま

す。 

 まず、おおいた地域連携プラットフォームの

概要についてお答えします。このプラットフォ

ームは、令和３年４月に設立した産学官連携の

場となっており、県内全ての大学と２７の企業

や団体、そして労働局や市町村、県などの行政

機関が参画して、地域の課題の検討や教育プロ

グラムの開発、地域人材の創出という三つの部

会を設置して取組を進めていただいています。

県では、このうちの地域交流課題検討の部会に

ついて、この事業で活動経費を支援しています。 

 次に、前事業から見直しをした点です。これ

まで地域から提案された学術的な課題を大学等

とマッチングして、その課題解決活動に助成し

たほか、大学等が行う学生のフィールドワーク

に支援を行ってきました。 

 今回の見直しは３点あって、一つは企業から

の提案等に基づく調査や検討など、大学と企業

が共同した試行的な取組に対しても新たに補助

することとしました。 

 また企業からは、依然として大学等の敷居を

高く感じるとの声も伺うので、それぞれのコミ

ュニケーションを活性化するため、チャットツ

ールの導入も支援したいと考えています。 

 加えて、フィールドワークに参加した学生は、

他の学生より地域に定着する傾向が高いと、一

般的な分野よりも１３ポイントぐらい高くなっ

ていますが、フィールドワークの助成件数を増

加し、中心部から離れた地域で活動が行いやす

いように、そういった地域で行う場合の補助単

価を引き上げる見直しを行っています。 

工藤おおいた創生推進課長 私からはスキルア

ップ移住推進事業費についてお答えします。 

 Ｗｅｂマーケティングとは、企業のＷｅｂサ

イトに人を呼び込み、商品やサービスが売れる

仕組みをつくるための手法であり、近年急速に

成長している分野です。 

 まず本事業の概要としては、他の分野と同様

に、大分県への移住希望者でＷｅｂマーケティ

ングを学びたい方を随時募集し、専門のスクー

ルにおいてオンラインで受講をしていただきま

す。約半年間、マーケティングの基礎から広告

手法及び分析手法を学んでいただくとともに、

その間に企業面談などのキャリア支援も行い、

スキルの習得から移住、就職まで一貫して伴走
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型で対応することとしています。 

 次に追加した理由ですが、県内の企業からは

Ｗｅｂマーケティングは重要な分野とは認識し

ているが、ノウハウもないし手が回っていない

とか、Ｗｅｂでゼロから継続的な売上げをつく

り出す人材は貴重だといった声があって、高ま

っている需要に応えられるよう新たなコースを

設定したものです。 

 このほか、Ｗｅｂマーケティングの就職先は

ＩＴ企業だけではなく、Ｗｅｂ広告などの強化

に取り組みたい一般の企業も可能であることか

ら、その裾野の広さなども今回追加した理由の

一つです。 

二ノ宮委員 ありがとうございました。 

 プラットフォームの件は、よく分かりました。

ただ原田委員の質疑の中に、これまでの振興局

の地域課題とか、その枠をこの事業でといった

説明がありました。もし具体的にそういうこと

があれば教えてください。 

 それから２点目のスキルアップについては、

民間のセミナーが大変多く行われているように

思います。そういう中で、行政がこのセミナー

に取り組むのは画期的だと思うし、その理由に

ついても、やはり企業が求めているとのことで

よく分かりました。いろんな意味で、大変いい

事業ではないかと思っています。しっかり頑張

ってください。 

小野政策企画課長 地域課題枠等の関係です。 

 地域課題枠の対応については、地域課題枠以

外に、さきほどの総合補助金やプラットフォー

ムの補助金活用が今までありました。さきほど

申したとおり、まずは総合補助金を活用してい

きますが、地域課題の中には地域住民との協働

だけではなく、大学等の知見が必要な課題も生

じてくるので、そういった内容のものについて

は、こちらの取組で対応していきたいと考えて

います。 

猿渡委員 ３点通告しています。まず２５ペー

ジと２６ページの移住支援の関係ですが、さき

ほどから関連した答弁があり、時間の関係もあ

るので、ちょっとポイントを絞って質疑をしま

す。 

 別府に移住してこられた方が移住するときに

大変苦労したとおっしゃっていて、内容を聞い

たら、移住して事業を始めたいので店舗付き住

宅を借りたいと思ったけど別府市では空き家バ

ンクの登録は住宅物件しかなく、店舗付き住宅

を借りることに大変苦労したとの話でした。そ

ういう条件が市町村によってばらばらだったり

して、なかなか苦労しながら結局のところ支援

は受けられたようですが、やはり移住して家も

探さなければならない、新たに店舗も探さなけ

ればならないということではなく、そのニーズ

に合った支援が必要かと思います。その辺どの

ようになっているのか、柔軟な対応が必要では

ないかと思いますが、どうでしょうか。 

 ２点目が、さきほどデジタル広告についての

説明がありましたが、マルチメディア広告の関

係です。今、広告や情報発信が非常に多様化し

ているし、どんどん発展してＳＮＳも新たなも

のがどんどん出てきて、若い人に我々は全く付

いていけない状況ですが、情報発信の仕方をや

はり若手職員とか、若い県民の意見を生かした

新たな感覚を生かしたものが必要ではないかと。

そういうＳＮＳによる情報発信など、多様な情

報発信を時代に合った形で、どんどん発展する

中身に応じた形で取り組んでいくべきではない

かと思いますが、どうでしょうか。 

 ３点目が６５ページ、陸上・海上交通体系対

策費の関係です。 

 私は豊予海峡ルートよりも、身近な公共交通

で日豊本線の単線解消が先ではないかという意

見を聞いています。日豊本線の大分駅より南に

ついては一般質問でも答弁がありますが、大分

－小倉間の単線箇所、立石から中山香間や杵築

から日出の間が単線ですが、この複線化につい

ての見通しや動きなどがあれば御説明いただき

たいと思います。 

工藤おおいた創生推進課長 私からは移住者の

関係についてです。 

 別府市は、やはり移住者にかなり人気がある

ので、空き家バンクに登録しなくても民間の不

動産業者で多分不動産が流通していると、それ

が難しいものが空き家バンクに掲載されている
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実態だと聞いているので、今回の方も空き家バ

ンクよりも不動産屋に行かれたら、もしかした

ら見つかったのかなと思います。 

 県としては移住者に限らず、空き家を使って

新たなビジネスを行う場合は、総合補助金の中

に空き家ビジネス活用支援枠を設けているので、

空き家を使ってビジネスをやりたい方は、最寄

りの振興局に是非相談いただければと思います。 

柴北広報広聴課長 私からは情報発信の関係に

ついてお答えします。 

 現在、情報発信の現状としては紙媒体である

新時代おおいたとか、テレビ局、それから新聞

紙を通じた従来型のアナログ媒体を活用した情

報発信をしています。一方で、スマートフォン

などデジタル端末の利用時間はこの１０年間で

倍増しているし、こうした潮流の変化にも対応

するため、デジタル広告による情報発信を今年

度から始めています。 

 委員御指摘のとおり、ＳＮＳの多様な情報発

信の強化はとても大事なことだと思っており、

情報をお届けする県民の皆さんの視点に立って、

タイミングよく、分かりやすく届けることが大

切だと思っています。情報の受け手となる方を

意識し、それぞれに最適な媒体を選択していく

ことが、伝わる広報の第一歩だと思っています。 

 こうした観点からＳＮＳによる情報発信は、

特に若い世代への情報発信としては有用だと考

えており、現在Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）やＬＩ

ＮＥといった県公式ＳＮＳがありますが、こち

らについては当課の２０代、３０代の若手職員

が発信しています。また、若手職員の参加が多

い広報研修の場などを通じて、情報発信手法に

対する意見や提案を広く聴取し、取組に生かし

ていきたいと思っています。 

藤川交通政策課長 私からは日豊本線の複線化

についてお答えします。 

 県と日豊本線の沿線市町で構成している日豊

本線高速複線化大分県期成同盟会では、毎年Ｊ

Ｒ九州に対して、立石－中山香間と杵築－日出

間の複線化の早期実現を要望しています。今年

度も、昨年１２月に私がＪＲ九州の本社に伺っ

て要望しました。そのときに口頭回答をいただ

いているのでちょっと紹介しますと、複線化に

は多額の事業費が必要であり、仮に複線化を行

ったとしても、大幅な時間短縮はできないため

引き続き現有設備での輸送サービスを提供して

いきたいといった、ＪＲ九州からはかなり厳し

い回答をいただいています。県としては、引き

続き沿線市町と協力しながら、複線化の早期実

現について、ＪＲ九州に対して働きかけていき

たいと考えています。 

猿渡委員 移住の関係ですが、振興局に相談し

て何とかなったらしいですが、やはりほかにも

移住支援が不十分ではないかといった声は聞い

ています。いろいろなパターンがあるかと思う

ので、ニーズに合った形のものを工夫しながら

改善いただければと思います。 

 それと情報発信については、やはり世代とか

相手に合った情報発信の仕方があり、いろいろ

多様で大変だと思いますが、やはりその辺を工

夫しながらお願いしたいと思います。 

 複線化についても、今後ともよろしくお願い

します。ありがとうございました。 

麻生委員 予算概要６３ページ、ホーバークラ

フト利用促進事業費の西大分周辺の賑わい創出

並びに認知度向上、二次交通対策について伺い

ます。 

 利用促進には飛行機搭乗者にとどまらず、空

港で働いている保安検査員であるとか、給油関

連施設要員などグランドハンドリングに関わる

人々の大分市内からの通勤、国東半島への観光

及び国東半島から大分市内への通勤利用に期待

がかかっています。利用促進にはそうしたニー

ズに応じた運行ダイヤであるとか定期券購入補

助が求められています。 

 またシャトルバスの運行については、大分駅

とのアクセスと聞いていますが、西大分周辺の

賑わい創出には、当然瀬戸内航路を持っている

西大分港フェリーターミナル、かんたん港園へ

のアクセスこそが、賑わい創出に直結するので

はないかと思っています。そういう意味で、現

在の検討状況についてまず伺います。 

藤川交通政策課長 ２点お尋ねがあったので、

私からお答えします。 
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 まず、１点目の航空機利用者以外の通勤とか

の利用に関してですが、空港関係者や通勤利用

者にも利用しやすい運航ダイヤの設定について

は、ホーバーの安定的な利用者の確保につなが

ることから、運航事業者と今後協議したいと考

えています。運賃については、運航事業者が利

用回数に応じた割引を検討していますが、通勤

利用者を対象とした定期券についても、利用者

のニーズがあるようでしたら、今後導入に向け

て運航事業者に対して働きかけを行っていきた

いと考えています。 

 ２点目のシャトルバスの件ですが、今回のシ

ャトルバスの運行については、ターミナルから

大分市中心部までの移動手段を持たない来県者

の利便性を高めることを目的に、まずはホーバ

ー就航から３か月間、ある程度の需要が想定さ

れる大分駅との間で運行して、あわせてニーズ

調査の方を行いたいと思っています。その調査

結果を分析した上で、需要に応じた有効な二次

交通対策を講じていきたいと考えています。具

体的なアクセスとして導入を考えるにあたって

は、一定程度のやはり安定的な利用者のニーズ

が前提となるので、まずはニーズ調査において

西大分駅との間の利用需要を見極めたいと思っ

ています。 

麻生委員 先月２月８日の空港活性化と空港コ

ンセッションに関する説明会に出ましたが、全

国どこの空港も空港人材の不足に悩んでいると。

大分空港は特に深刻な状況で、その中でＬＣＣ

を運航している企業の方が、大分空港は給油が

もっと朝夕しっかりできるのであれば、便数を

増やしてもいいといった話も出たと思います。 

 そういう意味においても、やはりこの空港周

辺にそういう空港人材がいないわけですから、

あるいは大分市内からそういった専門人材が行

きやすい環境――往復車で行っても約２時間か

ら３時間はかかるわけですが、通勤時間が短く

なれば、またこういった人材も確保できるので

はないかと思っているので、提案でありますが

是非ともこの空港について、半島振興法に伴う

国東市としっかりと、ホーバークラフトを明記

して、活用して振興するようなことを明記しな

がら、財源確保しながらやっていく。定期券の

補助とか、いろんな部分にも使えるのではない

かといったことも提案しておきたいと思います。 

 それから、いよいよターミナルビルも完成し、

ホーバークラフトそのものは秋に運航ですが、

既に３月にはターミナルビルはできているわけ

でして、駐車場も立派なものがある。ロケーシ

ョンも最高だと、これをオープンまで実際にホ

ーバーが運航するまでに、いろんな試しを４月

からやったらどうかと思います。例えば、駐車

場でキッチンカーを集めてＰＲや周知徹底をす

る、その周辺の交通状況の混雑具合を調べると

いったことも、実際に使って見ていくことはと

ても重要だと思いますが、その辺についての考

えがあれば伺います。 

藤川交通政策課長 ターミナルビルは、委員お

っしゃるとおり３月には完成して、県に引き渡

されます。ホーバークラフトの運航については、

秋の本格運航だと。その前に、でき得れば部分

運航は夏頃を目指しているわけですが、その間

にターミナルビルが使われないのは非常にもっ

たいないことなので、今我々が考えているのは、

県民の方にターミナルビルに訪れてもらう機会

を設けたいと。ゴールデンウイークとか夏休み

等、特定の日を指定して、県民の方にターミナ

ルビルに来ていただいて、ホーバークラフトの

内覧とか、建物の内覧をしていただこうという

のが、まず１点です。 

 もう一つは、今回の予算でも提案しています

が、Ｏ－Ｌａｂｏを活用してホーバークラフト

の模型製作を小学生などにしていただきたいと

考えています。そういったものをターミナルビ

ルで行いたいと考えています。 

 最後に考えているのは、教育委員会と連携し

て、小学生の社会科見学の受入れはできないか

と模索しています。聞くところによると、小学

生の低学年とか中学年ぐらいの教科には、こう

いった乗り物とか、いろんな働く姿だとか、理

科でも空気と水の関係といったところで非常に

役に立つと聞いているので、まずはそういった

社会科見学での活用も考えています。 

麻生委員 ありがとうございます。まずは使っ
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ていただきながら、改善していくことを求めて

おきます。 

 春休みに入っている大学生、既にゼミ旅行等

で神戸からもたくさん西大分に来始めているし、

ゴールデンウイークや夏休み、こういった部分

で実際にホーバーが運航するより前に、訓練し

ている様子を見ることもＰＲにつながるのでは

ないかと思います。是非そういった部分をやっ

てほしいと思うし、既に地元の歩こう会でター

ミナルビルに見学に行こうといった動きも出始

めているので、そういったことこそがＰＲにな

るのではないかと思っています。これは失敗で

きない案件ですし、無料シャトルバス――企画

振興部は何か無料、無料と言っていますが、こ

れは受益者負担の観点も絶対重要になってくる

ので、やはり無料でいいのかといった議論も含

めて、負担のありようも今後議論していきたい

と思います。よろしくお願いします。 

阿部（長）副委員長 高橋肇委員が出席してい

ないので、堤栄三委員。 

堤委員 まず予算概要の６２ページ、東九州新

幹線等広域交通推進事業費です。これは、るる

今まで議論がありましたが、国交省は北海道新

幹線について、総事業費が当初計画より増えて

２兆３，１５９億円となり、費用対効果も０．

９になると公表しています。東九州新幹線構想

でもこのような状況になることも考えられます

が、そういう考え方はどうでしょうか。 

 また、大分県地域公共交通計画においてバス

路線等の計画は示されていますが、地域公共交

通再生法やローカル鉄道の在り方に関する提言

による鉄道等を含めた地域交通の振興をどのよ

うに考えているのか。 

 また交通権憲章というのがあり、学会から提

唱されていますが、国民が安心して豊かな生活

と人生を享受するための交通権の保障をうたっ

ています。そのためには在来線の振興等も必要

と思いますが、どのように考えているのかと。 

 次に、豊予海峡ルートは活断層で中央構造線

だとか、その横に新たな断層帯が発見されたと

か、いろいろ問題が出ています。トンネルであ

ろうと橋であろうと、この活断層の問題は非常

に大きいと思いますが、地震学会等の見解はど

のように反映されているのかと。 

 あと、６３ページのホーバークラフト利用促

進事業費の関係ですね、実際にホーバークラフ

トが秋頃に運航と。１０月か１１月頃なのかな、

もう少しこれは詰めてお話を。 

 あわせて、県民の大体３割ぐらいが過去の運

休した経過をやはり心配していますね。今回も

同じようになるのではないかと危惧を持ってい

る方がまだまだおられる。そういう方々に対し

て、どのように説明していくのか。 

 最後に、今度交通政策局を立ち上げるとなっ

ていますが、その編成について様々な取組をす

ると思いますが、具体的に今後どのように活動

されていくのかについて伺います。 

藤川交通政策課長 いくつか質疑をいただいた

ので、順次説明します。 

 まず、１点目の新幹線の件です。国が令和５

年３月に公表した北海道新幹線着工後の再評価

のためのＢ／Ｃについては、当初予期していな

かったトンネル等の追加工事、資材高騰などに

よって建設費用が増加し、結果としてＢ／Ｃが

１を下回ったと認識しています。新幹線の建設

については、長期にわたる大規模工事となるの

で、東九州新幹線についても当初想定していな

かった事案も起こり得るものと考えていますが、

引き続き、整備計画路線の格上げを目指してい

きたいと考えています。 

 続いて在来線の振興については、現行の県の

地域公共交通計画では、通院や通学等のニーズ

に合った鉄道、バスのダイヤ改善等について記

載しています。今後この計画は、時期が来たら

見直すことにしていますが、その見直しを行う

際には、ローカル鉄道の在り方に関する提言を

踏まえて、より鉄道の利便性が高まるような対

策を計画に盛り込むよう検討していきたいと考

えています。 

 次に、豊予海峡の断層の件についてお答えし

ます。 

 活断層については、大分県広域交通ネットワ

ーク研究会においても委員から検討課題として、

豊予海峡ルートの北側５キロメートルから１０
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キロメートルのところに中央構造線断層帯があ

ること、過去に行われた調査の再整理、不足調

査の追加実施、地質等の場所ごとの特性データ

の収集分析が必要だと課題が上げられています。

そのため来年度は、過去に旧日本鉄道建設公団

が行った豊予海峡の地質等に関する詳細な調査

資料を入手し、県として地震に関する専門機関

に意見を聞くなど、最新の知見を用いて再度内

容を検証する予定としています。 

 続いてホーバーの件ですが、まず運航開始時

期について、現時点では秋ということ以上のこ

とは申し上げることができません。今後、さき

ほども申した訓練が進んで、実際どれぐらいの

時間で運航できるのかがはっきりしてきたら、

運航事業者が発表することになっています。 

 次に県民の不安の関係ですが、委員がおっし

ゃっているのは報道機関のアンケートのことだ

と思います。そのアンケートによるとホーバー

クラフトに期待しないと答えた人が、全体の約

３６％を占めており、その理由として最も多か

ったのは、いずれまた赤字経営に陥りそうとい

うものでした。こういった県民の心配にあるよ

うに、事業の継続には安定的な利用者の確保が

やはり重要です。そのため、県も運航事業者と

連携してホーバークラフトの認知度向上のため

の情報発信等を行っていきたいと考えています。

結果的に多くの方に利用してもらって、空港へ

のアクセス手段に選ばれることで、県民への説

明責任を果たしていきたいと考えています。 

 最後に組織体制、交通政策局の編成について

ですが、どういったことを行うのかについては、

この委員会で質疑をいただいたような新規事業

に取り組むことが中心になりますが、地域交通

については乗務員不足対策とか、路線バスを無

料で利用できる実証運行、あるいはＥＶ車両の

導入等の新たな新規事業についても行います。 

 広域交通ネットワークについては、県内外の

機運醸成として、来年度新たにホームページや

パンフレット、ＰＲ動画の作成、ＳＮＳを活用

した幅広い世代への情報発信等に取り組むとと

もに、関係機関との連携が強固となるように情

報交換を密に行って、関係自治体を交えたシン

ポジウムの開催や各県協働での国への要望等を

実施することにしています。 

 こういったことに加えて、さきほど申した秋

に延期されたホーバークラフトの運航開始に向

けた準備とか、実際に運航開始されても様々な

ことが起きるのではないかと想定されるので、

そういったものへの対応、ホーバーの利便性向

上や県民理解の促進などへの取組、あとは空港

に関しては、やはり今ソウル線が週５日しか運

航されていませんので、そのソウル線のデイリ

ー化や新規の国際路線の誘致など、様々な交通

政策について取り組んでいくこととしています。 

堤委員 一つは在来線との関係で、この計画を

利便性の向上について検討していくと。その中

に是非、障がい者や高校生も含めて、実際使う

方々の声も利便性の向上のためには必要だと思

うから、是非それは今後検討して、そういう声

も聞いていただきたいと思います。それは要望

ね。 

 一つ再質疑するのは、鉄建公団の過去の資料

を入手してやると。その中には結局新たな活断

層は――万年山断層帯とか、いろんな断層帯が

最近出てきているのもありますよね。そういう

新しいものについては多分、鉄建公団の分に入

っていない分もあると思うけど、中央構造線は

入っていると思うけどね、そこら辺の新たな活

動層については、どういう形で検討するのかな。 

藤川交通政策課長 今回、こういったことをし

た方がいいのではないかと提案をいただいたの

は、さきほど申した広域交通ネットワーク研究

会の中ですが、発言をいただいた委員は日本地

震学会の代議員も務められている吉見研究員か

ら提言をいただいています。その方が在籍して

いるのが国立研究開発法人産業技術総合研究所

で、この方は活断層や火山の専門家ですから、

最新のそういった活断層の状況も十分熟知して

いるので、そういった方に相談しながら事業を

進めていきたいと考えています。（「結構です」

と言う者あり） 

阿部（長）副委員長 以上で事前通告者の質疑

を終了しました。 

 予定の時間を超過していますが、どうしても
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質疑のある方は、挙手をお願いします。 

  〔挙手する者あり〕 

阿部（長）副委員長 ただいま挙手した末宗委

員の質疑で終了したいと思います。よろしいで

しょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

末宗委員 どうもありがとうございます。通告

してなくて。 

 ちょっと知事の一般質問の答弁とか、さきほ

どの東九州新幹線の答弁で、大友委員も堤委員

も言ってたけどね、ルートが二つということだ

けど。東九州新幹線だから東九州沿岸線はずっ

と分かるんだけど、日田とか湯布院とか、この

中にも県議会議員でそういうところの人がいる

んだけど、あそこら辺が東九州と聞いたのは初

めてなんよ。どこからそんな無理を聞いて、そ

ういう日田とかが――代官がおったところで九

州の真ん中なんや。あそこが中九州とか中央線

とかいうのは分かるけど、あれを東九州に入れ

た意図。大きく東九州の定義をまず一つ聞きた

いのと、次はその首謀者、これを提案した人間

が必ずいるわけだからね、それが誰かというの

をまず聞きたい。 

 それと、新幹線を湯布院から日田を通ってや

ってもいいんだけど、別の名前で陳情してもら

いたい。そんな東九州と全然関係ないところを

同じ東九州じゃ何じゃとのたまって、とぼけた

ことを言うからね。 

 それと最後にもう一つが費用対効果。あまり

変わらんようなことを言っていたけど、これは

首謀者が言って、うその報告をしているんじゃ

ないかと。いつも必ず工事に入ったらたくさん

金がかかるわけや。２倍も３倍もかかるんだけ

ど、少なくして発表しているのかなと憶測する

わけや。そこら辺を含めてちょっと聞こう。 

藤川交通政策課長 まず、東九州の定義ですが、

東九州の地名や呼び方に対する定義に関して、

私はちょっとお答えできないので、東九州新幹

線について説明します。今、基本計画路線とい

う位置付けですが、起点と終点と途中経由地と

が定められています。起点が福岡市で、終点が

鹿児島市。その間を大分市付近と宮崎市付近を

通っていく路線だと基本計画路線で位置付けら

れているので、福岡市と大分市の間をどう通る

のかが定義がされていません。ですので、首謀

者は誰かという話ですが、昨年に東九州新幹線

のシンポジウムを開催し、パネルディスカッシ

ョン等を行う中で、そのパネラーの方から、福

岡市と大分市の間で途中経由地が定められてい

ないなら、久大線ルートも考えられるのではな

いかと提案をいただいて、今回調査をしたとこ

ろです。ですから、別の名前の呼び方をと言わ

れても、今のところ東九州新幹線という呼び方

しかないことになります。 

 それとＢ／Ｃについてです。これについては、

我々もしっかりとしたところに委託して、過去

の整備新幹線、５路線ほど今着工していますが、

そういったところの平均工事費をしっかり取っ

てきて計算しているので、Ｂ／Ｃについては確

かなものであると信じています。 

末宗委員 地理的要件も分からんで、日田とか

が東九州とか、新幹線にそういう予算がないか

ら、そういう構想がないからと言うけど、新し

く構想をつくればいいじゃない。湯布院から日

田を通っていくのを。まだ東九州も全く取り掛

かっていないんだから、一つも困らんよ。そん

な自分たちに都合のいい理屈だけを言わんで、

それなら日田が東九州と思うかどうか、ちょっ

と部長を含めて聞きたい。もうとぼけた話を延 

々とする。 

 それから首謀者が何とかと言っていたけど、

首謀者は僕の憶測じゃ、広瀬前知事か今度の佐

藤知事以外に誰もおらんはずや。二人のうちど

っちか一人や。大体そんなことを言うこと自体

が、そういう根が深いと思っている。だから、

この構想は権力者が言い出せば、あなたたち役

人は、みんな言うことを聞くから非常に根の深

い話だなと、大分県を混乱させる問題だなと僕

は思っているんよ。 

 それから費用対効果、さきほど堤委員の質疑

のときは、実際に工事にかかってみないとどう

なるか分からんという答弁だったけど、今は間

違いなく正しい費用対効果だと言う。そういう

ことは言わんようになって、答弁が矛盾してい
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るんだけど、そこら辺を含めて教えてもらいた

い。 

藤川交通政策課長 まず、別ルートで要望して

はどうかとのことですが、新幹線に関しては昭

和４８年に基本計画路線が十いくつか告示され

て以降、基本的に新しい新幹線ルートというの

が認められていません。ですから、福岡市と大

分市の間を東九州新幹線以外の新幹線として整

備しようとなると、国に対してもかなりの強い

働きかけをして基本計画路線として認めてもら

わないといけないので、かなりハードルが高い

のではないかと思っています。 

 それとＢ／Ｃに関しては、現時点で県が行え

る調査は、さきほど申したような過去の整備新

幹線の例を取って、整備費用等を計算すること

になります。実際、その新幹線が基本計画路線

から整備計画路線に向けて動き出すときには、

国がもっと多額の費用をかけて地質の調査とか、

工種をどうするのかとか、どういった車両を通

らせるのかといって、国でＢ／Ｃを再調査とい

うか、整備計画路線に上げるための調査を行い

ます。 

 それが今回の北海道新幹線に関しては、着工

前に国が行ったＢ／Ｃの調査と着工後に行った

中間の調査では、堤委員がおっしゃったように

０．９に下がったということで、今我々が行っ

ている調査は、そこまで精緻なものではありま

せんが、現時点でやっていることについては、

そういった何か、まやかしをやっていることで

はありません。 

山田企画振興部長 日田市や由布市が東九州か

どうかについて、私が思うに大分県と宮崎県を

通る新幹線だと。さきほど藤川交通政策課長が

申したように、基本計画路線の定義は福岡市を

起点とし、鹿児島市を終点として、大分市付近、

宮崎市付近を通ると決まっています。 

 ここで言う東九州という名前がついたのは、

大分県と宮崎県を通るルートということで東九

州新幹線という名称になったのだと思いますが、

そういう意味で、日田市も由布市も大分県の中

の市なので、東九州である大分県の中の都市と

いうことでいいのではないかと私は考えます。 

末宗委員 再々質疑で悪いけどね、誰が首謀者

か答弁がなかった。それと費用の話は、その場

しのぎでどれも転ぶような答弁。いくらかかろ

うが、何しようが訳が分からん答弁やね。大体

そんなものだろうけどね。 

 ただ、東九州新幹線のルートにないというけ

ど、これは役人とか政治家がつくるルートの問

題であって、新しくつくるのが政治家とか役人

の仕事じゃない。今ないから、それはできんと

か、そういうとぼけたことを。おたくは恐らく

中央から来ている課長やろうから――違うんか。

（発言する者あり）そんならあんまり影響力は

ないな。それならこのくらいでやめておこう。

もう時間も過ぎているし、どうもありがとうご

ざいました。 

阿部（長）副委員長 これをもって、企画振興

部関係予算に対する質疑を終わります。 

 暫時、休憩します。 

  午後０時２１分休憩 

――――――――――― 

午後１時００分再開 

森委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きま

す。 
これより福祉保健部関係予算の審査に入りま

すが、説明は主要な事業及び新規事業に限り、

簡潔かつ明瞭にお願いします。 
それでは、福祉保健部関係予算について執行

部の説明を求めます。 
工藤福祉保健部長 福祉保健部で御審議いただ

く予算議案は、第１号、第３号、第４号の計３

議案です。 

まず、第１号議案令和６年度大分県一般会計

予算のうち、当部関係について御説明します。 

 令和６年度福祉保健部予算概要の６ページを

御覧ください。 

令和６年度当初予算案についてですが、表頭

の左から２番目、予算額（Ａ）の上から３番目

にあるように１，１２５億３，５０９万２千円

です。表頭の右から２番目、５年度７月現計予

算額（Ｂ）と比べると２７１億２，３７１万８

千円、率にして１９．４％の減の８０．６％と

なります。これは主に、これまで計上されてき
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た新型コロナウイルス感染症対策の関係経費が

約２６６億円、物価高騰対策が約２０億円など

大幅減となったことによるものであり、そうし

た影響を加味すると、実質的な予算は増となっ

ています。 
 次に、主な事業について説明します。１９ペ

ージを御覧ください。 
地域共生社会構築推進事業費１億６７万７千

円については、地域住民の多世代交流や支え合

い活動を、市町村と連携して支援します。その

仕組みとして、令和３年度から重層的支援体制

整備事業を現在５市町で実施しており、令和６

年度は４市町を加えて計９市町に広がるよう、

市町村を支援します。 

３９ページを御覧ください。 

オンライン診療推進事業費１，７４７万９千

円は、離島や山間部など地域の実情に応じてオ

ンライン診療を行うため、受診者をサポートす

る訪問看護ステーションのスタッフの配置や、

タブレットの導入を助成するなど、在宅医療の

オンライン実装を支援します。 

４４ページを御覧ください。 

訪問看護強化事業費２，１５８万１千円につ

いては、今後も増加する在宅療養ニーズに対応

するため、看取りや終末期ケアに２４時間体制

で対応できる機能強化型訪問看護ステーション

への移行を支援するとともに、必要となる看護

人材の確保と育成に取り組みます。 

６０ページを御覧ください。 

みんなで進める健康づくり事業費７，１０１

万１千円については、県民の健康増進ツールと

して６年が経過し、９万人を超える登録者を有

する健康アプリおおいた歩得（あるとっく）に、

新たな機能を追加した新アプリの開発と、健康

課題解決に向けた市町村毎の取組を伴走支援し、

男性全国トップ、女性も４位にある健康寿命の

さらなる延伸に力を入れます。 

７３ページを御覧ください。 

新興感染症等対策推進事業費８，２５８万円

については、感染症の予防と蔓延防止を図るた

め、衛生環境研究センターの検査機器整備や感

染管理認定看護師による社会福祉施設の感染症

対策強化のための研修会などを行うものです。 

 ８９ページを御覧ください。 

外国人介護人材確保対策事業費４，５１９万

２千円については、厳しさを増す介護人材の不

足に対応するため、主に東南アジアの人材送り

出し国の専門学校関係者を招いて、県内介護施

設の視察や、人材を受け入れる介護施設の外国

人向けの環境整備などにより、国内外で獲得競

争が激化する中、本県の優位性を高め、質の高

い外国人介護人材の参入を促進します。 

９４ページを御覧ください。 

介護現場革新推進事業費２億４，２６５万８

千円については、これまでのＩＣＴ化やノーリ

フティングケア用福祉機器の導入に加え、施設

から要望の多い入浴支援機器を新たに支援対象

にするなど、介護現場から高まるニーズに応え、

環境整備を後押しします。 

１１２ページを御覧ください。 

こども医療費助成事業費１３億５１０万２千

円については、これまでの未就学児の入通院と

小中学生の入院分に加え、新たに高校生年代の

入院・通院分の医療費を対象に加え、市町村を

助成するものです。 

１２２ページを御覧ください。 

児童虐待防止対策事業費６，５８１万６千円

です。昨年１月に中津市で発生した児童死亡事

案に関する検証報告を踏まえ、児童相談所が精

神科医と随時相談しながら、連携できる体制を

作り、児童相談所の対応力をさらに強化します。 

また、１２５ページの児童相談所施設整備事

業費１億５，６７６万４千円については、児童

福祉司等の増員に伴い手狭になっている中央児

童相談所城崎分室及び中津児童相談所の執務室

の改修と一時保護所の居室の個室化など、近年

増加傾向にある児童虐待に適切に対応するため、

受入環境の改善等を図ります。 

１ページ戻りまして、１２４ページを御覧く

ださい。 

ヤングケアラー等支援体制強化事業費４，５

２３万２千円については、ヤングケアラーなど

支援を必要とする子どもや家庭を早期に発見し、

適切な支援につなげるため、市町村と連携して
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見守り・相談体制を構築するものです。県では

現在、令和３年度に実施した、実態調査を踏ま

えて支援体制の整備を進めていますが、コロナ

禍を経て、改めて小学５年から高校３年までの

全ての児童や生徒を対象とする大規模な実態調

査を行い、その結果を基に必要な支援につなげ

ます。 

１３８ページをお開きください。 

 医療的ケア児等支援推進事業費３，４３１万

７千円については、新たに保護者の一時的な休

息、いわゆるレスパイトを目的とした保険適用

外での訪問看護サービスの利用費を月１２時間、

年間最大１４４時間分を公費負担し、在宅で常

時看護等を行っている御家族の負担軽減を図り

ます。 

 なお別途、教育委員会の予算ですが、特別支

援学校の修学旅行など宿泊を伴う行事の際に、

医療的ケア児が日頃利用している訪問看護ステ

ーションから看護師を派遣して、保護者の付添

いがなくても学校行事に参加できるよう支援し

ます。 

１５８ページを御覧ください。 

障がい者就労環境づくり推進事業費８，６５

１万３千円です。障がい者の希望や特性に沿っ

た就労を支援するため、企業の人事担当者や経

営層に向けた働きかけにより、障がい者の職域

の開拓を支援します。 

続いて、特別会計について説明します。 
第３号議案令和６年度大分県国民健康保険事

業特別会計予算です。この特別会計は、平成３

０年度から県が市町村とともに国保の保険者と

なり、安定的な国保の財政運営を図るため設置

しています。 
１６１ページを御覧ください。 
令和６年度は歳入、歳出ともにそれぞれ１，

１６３億２，８７５万円を計上しています。 
歳入の主なものについて説明します。下の表、

歳出の表頭一番右、予算額（Ａ）の財源内訳欄

の分担金及負担金にあるように、市町村から徴

収する国民健康保険事業費納付金が２９８億７，

２２３万７千円となっています。国庫支出金に

ついては３４４億９，６１７万８千円ですが、

主なものは定率国庫負担の療養給付費等負担金

２０４億９，２７１万円となっています。繰入

金については７３億３，１２２万３千円ですが、

一般会計からの繰入金が６８億５０万９千円と

なっています。諸収入については４４６億３０

９万２千円ですが、主なものは６５歳から７４

歳の前期高齢者の保険給付費として、社会保険

診療報酬支払基金から交付される前期高齢者交

付金４４３億３，６０６万５千円となっていま

す。 
１６３ページを御覧ください。 
歳出の主なものについて説明します。保険給

付費等交付金の９６５億９，７５６万７千円で

すが、国庫支出金や市町村からの納付金等を財

源として、保険給付等に要する経費を市町村に

交付するものです。 
 １６４ページを御覧ください。 
後期高齢者支援金等１４９億１，５７４万３

千円です。これは、７５歳以上の後期高齢者医

療に係る保険給付費を各保険者が支援するもの

で、国保の負担分を社会保険診療報酬支払基金

に納付するものです。 
１６６ページを御覧ください。 
介護納付金４４億６，５９４万１千円です。

これは４０歳から６４歳の介護保険第２号被保

険者に係る介護納付金について、国保の負担分

を社会保険診療報酬支払基金に納付するもので

す。 
１６９ページを御覧ください。 
保健事業費３，９００万４千円です。これは、

被保険者の健康寿命延伸や医療費適正化に向け、

健診や医療レセプト等のデータ分析に基づく効

果的な保健事業に取り組む市町村を支援するほ

か、重複服薬や多剤投与の是正に向けた指導等、

生活習慣病の発症と重症化予防の普及啓発を実

施するものです。 
１７３ページを御覧ください。 
第４号議案令和６年度大分県母子父子寡婦福

祉資金特別会計予算を説明します。この特別会

計は、母子・父子家庭等に対し生活の安定と自

立促進を図るため、修学資金など計１２種類の

資金を無利子又は低利子で貸し付けるもので、
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予算額は歳入、歳出ともにそれぞれ１億１，７

７７万２千円を計上しています。 
歳入について、説明します。 
下の表、歳出の表頭一番右、予算額（Ａ）の

財源内訳欄の繰入金についてですが、一般会計

からの繰入金が６７４万８千円、繰越金は５，

９１１万８千円、諸収入のうち貸付世帯からの

償還金が５，１９０万４千円となっています。 
最後に、歳出の主なものについて１７４ペー

ジを御覧ください。 
母子父子寡婦福祉資金貸付金１億１，０９２

万２千円は、ひとり親家庭等に対し生活に必要

な資金等の貸付けを行うものです。 
森委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。 
 答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを立てて簡潔明瞭に答弁願

います。 
事前の通告者が２１名います。 
事前通告者は、かなりの人数となっている中、

時間は限られています。重ねて、執行部に申し

上げます。より簡潔な答弁をお願いします。 
また、委員の皆様に申し上げます。質疑につ

いても、できるだけ簡潔にするなど進行に御協

力をお願いします。 
それでは、順次指名します。 

堤委員 まず、予算概要の３７ページ、医療機

関の働き方改革推進事業費で医師などが４月か

ら時間外労働の上限規制が年９６０時間となり

ます。県下の医療機関での状況はどうか。 
 二つ目に、マイナ保険証等について、マイナ

ンバーカードと保険証との一体化で１２月まで

に紙の保険証をなくす方向性で、特例として５

年間有効の資格確認書は発行するとなっていま

すが、県下のマイナンバー保険証の普及率と実

際に医療機関での使用率はどのようになってい

るのか。介護、障がい、高齢者の施設利用者、

入所者のマイナンバーカード管理で９４％の事

業所で管理できないと答えていますが、対応は

どうなのか。 
 また、マイナンバー法改正では、滞納者対策

としてこれまで使われてきた短期保険証と資格

証明書の発行が法令から削除されました。本来

は滞納者との接触を窓口で行うためのものとし

て説明をしてきましたが、廃止された後の対応

をどうするのか。また、資格証明でのマイナ保

険証では医療機関で１０割負担を求めることに

なりますが、受付で混乱などさらなる利用機関

の負担になるのではないか。 
 三つ目には、国民健康保険の運営方針につい

てです。 
 保険税水準の統一化方針を納付金ベースでは

令和９年度、完全統一は令和１１年度としてい

ますが、県平均より低い保険税としているとこ

ろは、高い率が適用され負担が重くなることが

危惧をされますが、それにどう対応するのか。

また、決算目的の法定外一般会計繰入れ等が発

生しないよう、国に財政支援の拡充を求めるよ

うになっていますが、国は財政支援を必ずする

と言えるのか。 
 最後に、子ども子育て支援金制度が創設され

ます。支援金は加入する保険者ごとに異なりま

すが、２０２６年度は３００円弱とか、いろい

ろ試算が出されていますが、大分県下で保険者

ごとに負担増は。分かれば教えてください。 
三好医療政策課長 私からは、医療機関の働き

方改革推進事業についてお答えします。 
 令和６年４月以降、時間外労働時間が年９６

０時間を超える見込みの医師がいる医療機関は

４病院となっています。この４病院については、

時間外労働時間が年１，８６０時間まで特例的

に認められる特定労務管理対象機関の指定が必

要となります。現在３病院から申請があり、今

年度中に指定する予定です。残る１病院につい

ても申請完了次第、速やかに手続を行います。 
一丸国保医療課長 私からは、マイナ保険証の

普及率と滞納者対策、資格証明書による医療機

関の負担、統一後の保険税の負担軽減、国の財

政支援、子ども子育て支援金の６点についてお

答えします。 
 初めに、マイナ保険証の普及率等についてで

すが、当課が所管している市町村国保及び後期

高齢者医療のマイナ保険証の普及率は、直近の
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令和６年１月時点において、市町村国保は５７．

３％、後期高齢者医療については５６．４％と

なっています。また、医療機関でのマイナ保険

証の使用率は、直近の令和５年１１月時点にお

いて、市町村国保は４．３１％、後期高齢者医

療については１．９７％となっています。 
 続いて、健康保険証廃止後の滞納者との対話

についてです。 
 窓口交付していた短期保険証の廃止後は滞納

者との接触の機会が減少することが想定される

ため、休日、夜間の納付相談会や個別訪問の拡

充等により、納付に係る相談の機会を確保して

いくことを全市町村と確認し、次期国保運営方

針にも記載しています。また、資格証明書につ

いては、廃止後、証明書の交付に代わって特別

療養費の支給に変更する旨の事前通知を行うこ

とになります。引き続き通知後保険者負担分の

請求時など窓口への来庁機会を捉えて接触し、

相談に応じていくこととします。 
 続いて、資格証明での医療機関の負担につい

てです。 
 資格証明書を交付されている者がマイナ保険

証を提示して医療機関を受診した場合、オンラ

イン資格確認システムにも既に情報登録されて

いるため、負担割合は１０割と表示され、混乱

は起きないと考えています。 
 保険税水準完全統一に伴う保険税負担の軽減

についてです。今後、少子高齢化や人口減少の

進行、被用者保険の適用拡大などに伴い、これ

まで主に負担を担ってきた現役世代が減少し、

保険者規模のさらなる縮小や小規模保険者数の

増加が見込まれています。一方、１人当たり医

療費は年々増加しており、いずれの市町村にお

いても保険税水準の統一に関係なく将来的に保

険税率の上昇は避けられない状況にあります。 
 県としては、令和１１年度の完全統一に向け

て市町村と様々な課題について丁寧に協議して

いくとともに、県の財政安定化基金を適切に活

用し、被保険者の保険税負担の軽減を図ってい

きたいと考えています。 
 続いて、国の財政支援についてです。県では

これまでも国へ財政支援の拡充等を要望してき

ており、その結果、平成３０年度の国保の都道

府県単位化にあわせて拡充された年３，４００

億円の財政支援の継続、令和４年度からは未就

学児の均等割２分の１の軽減、令和６年１月か

らは産前産後期間の保険税の免除、令和６年度

からは子どもの医療費助成に対する国庫補助金

減額措置廃止などが実現してきています。 
県としては、引き続き全国知事会や独自要望

を通じて国へ財政支援の拡充を要望していきま

す。 
 最後に、子ども子育て支援金の保険者ごとの

負担額についてですが、現時点で国から積算方

法などが具体的に示されていないので、県にお

いても試算することはできません。 
渡邉高齢者福祉課長 私からは、施設利用者の

マイナンバー管理についてお答えします。 
 国は、マイナンバーカード取得管理マニュア

ルを作成し、施設における管理方法として、紛

失防止のため、鍵つきのロッカーなどへの保管

や出し入れ日時などの記録、管理する職員の範

囲を設定することなど具体的に提示をしていま

す。また、利用には本人確認が必要となり、他

人では手続ができないよう安全性が担保されて

います。 
 県としては、施設に対して国のマニュアルの

徹底を周知するとともに、施設側と利用者側双

方がマイナンバーカードの安全性を正しく理解

するよう啓発に努めていきます。 
堤委員 一つは医師の働き方の関係で、大体４

病院が１，８６０時間の特例の申請をしなけれ

ばいけない。ということは、それ以外について

は大体９６０時間以内で働き方が十分だという

認識でいいのかもう一回教えてください。 
 それとマイナ保険証との関係で、窓口での使

用率が国保で４．３％、後期で１．９７％のパ

ーセンテージ。これはなぜそういう状況になっ

ているかという理由、つまり保険証のひもづけ

は５７％しているけど、実際に窓口に持ってい

っているのが４．３％とか１．何％でしょう。

つまり、かなり開きがあるわけね。そこら辺、

なぜかは何かつかんでいるのがあれば、教えて

ください。 
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三好医療政策課長 時間外労働時間が９６０時

間を超える医療機関が、さきほど申したとおり

４病院あります。県内に１５１の病院がありま

すが、４病院以外については年間９６０時間を

超える医師がいない状況です。 
一丸国保医療課長 マイナ保険証の利用率が低

い原因ですが、県民に直接私どもが確認したわ

けではありませんが、まずは紙の保険証がまだ

あるということで、そちらの方が使い慣れてい

ること、医療機関でも保険証をお持ちですかと

聞くので、国がマイナ保険証の利用率を上げる

ために、これからはマイナ保険証をお持ちです

かと聞いて誘導していく方針を打ち出していま

す。また、マイナンバーカードを携帯していな

い方も多いので、出そうと思ったときに出せな

いといったのがあるかと思います。 
 いずれにしても来年度の１２月２日以後、マ

イナ保険証になって健康保険証は廃止になるの

で医療機関、保険者共々、利用率の向上に努め

ていきたいと思っています。 
堤委員 １，８６０時間の特例の申請の分、こ

れでも非常に長時間になるわけだから、そうい

う点ではきちっと四つの病院に対しては県とし

てもその指導、監督等をしていただきたいと思

います。 
 マイナ保険証については、国が結局窓口で使

いなさいという説明をしろと言っている。言わ

んと使わないという認識は多分していると思い

ますが、結局マイナ保険証そのものが、施設も

預かれないわけですよ、保険証だからね。だか

ら、コピーを取ったりすることもできないわけ

だから９割以上の方々がマイナ保険証、つまり、

マイナンバーカードだから保管はできないと言

っているわけだからね。こういうのは非常に使

い勝手が悪い。窓口は今でも混乱しているわけ

だね、ひもづけの問題だから。これは非常に使

い勝手が悪いので１２月２日になっても基本的

に紙の保険証をなくさないわけですよ。結局、

５年間有効の資格確認書を出したりするわけだ

から、いっそ残しなさいと是非県からも伝えて

ください。部長、よろしくお願いします。これ

は要望です。 

大友委員 私からは３点の事業について伺いま

す。 
 予算概要１０７ページ、保育環境向上支援事

業費についてです。 
 保育施設の人手不足の問題を解決することは

重要な課題であり、保育業務をサポートする人

材を求める現場の声、これも多くいただいてい

ます。新たに配置を支援する保育支援者につい

て、障がい児受入施設を対象としているようで

すが、なぜ障がい児受入施設に限定をしている

のか、今後対象の拡大を検討するのか伺います。 
 二つ目は１５８ページ、障がい者就労環境づ

くり推進事業費についてです。 
 本年４月から法定雇用率が上がるわけですが、

現状でも約３５％の企業が未達成という状況で

す。新たな動画作成や人事担当者のネットワー

ク構築支援に取り組むことで達成企業の増加に

どうつなげていくのか、伺います。 
 加えて１３９ページ、障がい者工賃等向上支

援事業費についてですが、雇用率だけではなく

福祉的就労も大事ですが、どのような取組を行

っていく予定なのか、伺います。 
今井こども未来課長 私からは、保育支援者に

ついて２点お答えします。 
 県では、令和元年度から保育士業務をサポー

トする保育補助者の支援を実施しています。今

年度末までに４６施設で７５人配置していて、

来年度については５４施設、９０人に増える見

込みです。特に障がい児の保育については、け

がや事故が起きないよう、障がいの特性に応じ

て個別の対応や見守りが必要なこともあり、こ

の保育補助者を配置している施設からはこうい

う人材をサポートしてもらえるのは大変ありが

たいとの声をいただいています。 
 一方で保育補助者となるためには、その業務

の特性上、子どもたちに接する機会も多いこと

から、４０時間以上の保育所での実務経験や一

定時間の研修を受けていただくような要件を国

が定めていて、特に地方において人材が集まり

にくい状況が続いています。 
 そういった状況もあって、障がい児の受入施

設の早急な対応が必要なので、要件のない保育
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支援者の配置を支援することとしたものです。 
 それから、保育業務をサポートする人材につ

いては、さきほど説明した保育補助者、保育支

援者以外にも高齢者等を雇い入れた場合に、そ

の運営費に加算される仕組みがあり、そういう

別の制度があります。この制度については既に

多くの施設が活用しています。 
 対象施設の拡大については、まずは今回導入

する保育支援者の保育士の負担軽減の効果等を

検証した上で、既存の施設のすみ分けも考慮し

て、事業主体である市町村とも協議しながら必

要に応じて検討していきます。 
高木障害者社会参加推進室長 私からは、２点

回答します。 
 まず１点目、雇用率達成企業の増加に向けた

取組ですが、障がい者雇用に積極的な企業の声

などをまとめた動画を商工団体の会議など経営

層が集まる場で活用し、企業トップの雇用に対

する意識を高めてもらいます。 
 また、人事担当者が障がい者雇用に対する社

内の理解不足などの悩みを抱え込むケースもあ

るため、研修会や交流会などを開催し、同業種

間でつながる機会を創出していきます。 
 さらに、定期情報誌「ともに働く」がありま

すが、これを県内企業に配布するなど、好事例

の横展開を図ることにより、未達成企業も含め、

障がい者雇用の経験の乏しい企業の取組を後押

ししていきます。 
 ２点目の福祉的就労を支援する取組について、

一般就労が困難な障がい者が働く就労継続支援

事業所を支援する共同受注センターを活用し、

企業から事業者への発注増を図ります。 
 加えて、事業所への専門家派遣による経営指

導や商品開発等に取り組み、ＩＴなど新たな企

業分野の開拓も進めます。また、農業分野に参

画する事業所にはアグリ就労アドバイザーを派

遣し、栽培技術の指導や販路の拡大を支援して

いきます。 
 さらに、県や市町村の物品等の優先調達に加

え、企業にも積極的な発注を働きかけ、受注機

会の拡大を進めていきます。 
大友委員 ありがとうございます。よく分かり

ました。 
 保育環境向上支援事業の方ですが、現場の声

を聞くと、障がい児認定されている子どもは、

いろんな仕組みができていて意外とスムーズに

支援ができるそうですが、入所してきて、その

疑いはあるが、認定されていないお子さんのと

きは、かなり手がかかって時間を要するので、

いろんな違う事業でも支援をしているのですが、

その辺も加味していただいて、また配置を考え

ていただきたいと思います。 
 あと障がい者の方ですが、福祉的就労をしっ

かり進めながら雇用率向上を目指して、障がい

のある方も、ない方も笑顔で働ける障がい者活

躍日本一の大分県を引き続き目指していただき

たいと思います。 
井上委員 それでは予算概要１２４ページ、ヤ

ングケアラー等支援体制強化事業費についてで

すが、ヤングケアラーの実態把握については、

３年ぶりに小学校５年から高校３年までの８学

年分の悉皆調査を実施するということで、知事

の提案理由の説明、それから一般質問の答弁な

どで出てきていますが、こうした調査は実行か

ら検証まで時間をかけずに行う必要があると思

います。調査はどのような項目で実施する想定

なのか、また調査結果を今後どのようにいかし

ていく予定か、質問します。 
 次に予算概要１２８ページ、女性相談支援体

制強化事業費ですね。 
 これは本年４月１日からの困難女性支援法施

行に伴い、大分県婦人相談所の名称が大分県女

性相談支援センターに変更となりますが、国は

どのような意図を持って制定されたのか、そし

て、それについて県がどのような見解を持って

いるのか、お尋ねします。 
 また、女性の総合相談窓口についてはアイネ

スが掲げていますが、こことの違いについて質

問します。 
隅田こども・家庭支援課長 私からは、大きく

２点についてお答えします。 
 令和３年度のヤングケアラーの実態調査では、

お世話をしている家族がいるか、お世話の相手

や内容、やりたいけどできていないことがある
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かのほか、ヤングケアラーという言葉を知って

いるか等の質問を設定しました。 
 来年度の調査では、ヤングケアラーの社会的

認知度がまだまだ低いことも踏まえて、前回の

調査項目を基本としながらも、子どもが理解し

づらかった項目などの見直しを行うこととして

いて、現在作業を進めています。 
 調査結果は年度前半には取りまとめ、市町村

など関係機関と情報共有し、支援につなげてい

きます。 
 また、県庁に配置している専門アドバイザー

を中心とした市町村支援のほか、教育委員会と

連携しながら、子どもたちと直接触れ合う機会

の多い学校現場に協力を促し、必要とされる福

祉サービスとの連携につなげるなど、子どもへ

の支援の充実に活用していきます。 
 続いて、女性相談支援体制についてです。 
 これまで婦人相談所では売春防止法に基づく

婦人保護事業を実施しており、女性をめぐる課

題が複雑化する中、ＤＶや性暴力被害など様々

な問題に悩む女性も対象に加えて運用をしてき

ました。 
 こうした中、女性の自立を包括的に支援する

制度が必要であるとして新法が制定され、県と

しては新法の趣旨にのっとり、女性相談支援セ

ンターへの名称変更とともに、新たに策定する

県計画に沿って、より利用しやすい環境づくり

を進めていきます。 
 また、女性相談支援センターは困難な問題を

抱える女性の相談を受けるほか、一時保護機能

や入所施設を有して、さらには退所者のアフタ

ーケアを行うなど、より専門的な対応を行って

います。女性の総合相談窓口を掲げるアイネス

と相互に連携しながら、困難な問題を抱える女

性の支援に対応をしていきます。 
井上委員 ヤングケアラーの支援体制強化事業

について、前回の調査項目にまた新しく加える

ということです。前回の調査の回答率、大体小

学生が８５％、中学生が８２％ですが、高校生

が５３％となっていて、高校生が低いですが、

いろいろ年代的にこういうことに対して素直に

答えにくいというか、語弊がありますが、そう

いう年代かもしれません。回答しない人の中に

深刻な事例があるかもしれないとも思いますが、

特に高校生の回答率を上げる方策とか何か考え

ているのか。 
 それからまた、調査結果を基に教育委員会と

も連携するということでしたが、学校教育の中

でしか把握できない部分もあると思うので、こ

の辺の連携はどのような形なのか、もし何か既

に計画があればですね。 
 それから、令和４年４月から電話やＳＮＳに

よる相談窓口を設置して、昨年の４月から１２

月に１６４件の相談があったということですが、

本人とか家族からは１０％ぐらいだったという

ことで、相談窓口はつくったようですが、本人

とか家族に対するサポートが十分行われている

のかなという気がするので、その辺をお願いし

ます。 
 また女性相談の方ですが、アイネスと女性相

談センター両方で相談窓口を行っていくと思い

ますが、やはり重要なことはワンストップであ

ることだと思います。手法とか、福祉、市町村、

民間団体とかいろんなところがチームを組んで、

どこに相談しても要はたらい回しにならないよ

うなワンストップな体制が必要だと思いますが、

その辺で何かあったらお願いします。 
隅田こども・家庭支援課長 初めに、高校生の

回答率のアップ策ですが、一部の高校では学校

のホームルームなどではなく、生徒個人の対応

に任せたと聞いています。そのために回答率が

小中学校よりも低い５３％になっています。 
 調査にあたっては、まずは学校現場の理解を

いただくことが重要であろうと思うので、本日、

県教育委員会や私立学校関係の担当課とも連携

して、校長会等において調査の趣旨を丁寧に説

明した上で理解を求め、その上で生徒に伝わる

形で伝えていただくよう考えています。 
 次に教育委員会との連携ですが、この調査に

あたって、前回調査も同様ですが、県教育委員

会から市町村教育委員会等へ丁寧に説明をして

協力していただいた経過があります。そしてま

た、支援にあたっても、現在、市町村の現場に

おいて、学校あるいは教育委員会、そしてスク
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ールソーシャルワーカーと児童福祉部門の連絡

会議等を行って情報共有をしている市町村が多

くあります。まだ対応できていないところにつ

いては、県の専門アドバイザー等を通じてしっ

かりそのような連携を確保していきたい、支援

に努めていきたいと考えます。 
 続いて、本人や家族へのサポートです。相談

件数が市町村において１２月末で今年度１６４

件ありましたが、学校やスクールソーシャルワ

ーカーからの相談が６割を超えていたというこ

とで、それはむしろ学校現場での気付きが進ん

でいると理解しています。子ども本人や家族か

ら、ヤングケアラーの相談を上げてくるのは非

常にハードルが高いことは私どもも認識してい

て、周囲の大人が気付いて相談につないでいく

ことが重要かと考えています。 
 ただ、学校の出前講座等で児童生徒にお話を

する機会もあるので、このアンケート調査、実

態調査を契機に、ヤングケアラーについてまた

周知を図っていきたいと思います。 
 最後に、女性相談についてです。ワンストッ

プが重要で、新年度以降、関係機関による連携

のための会議を設けることを考えていて、その

中で現状や対応状況等を振り返りながら、関係

機関との協力体制を取っていきたいと考えてい

ます。 
井上委員 ヤングケアラーにしろ、困難な状況

にある女性の支援にしろ、なかなか表面に出て

こない部分があると思いますが、実態調査や相

談窓口で実質的な成果が上げられるように、十

分これまでのことも検証しながら行っていくこ

とをまたよろしくお願いします。 
森委員長 執行部の皆様、また委員の皆様に重

ねて申し上げます。 
 予定残り時間が７０分であり、既に３分の１

の審査時間が経過している中で、残り１７人の

通告者がいます。是非とも御協力をお願いしま

す。 
澤田委員 よろしくお願いします。私の方から、

２点通告に従って質問させていただきます。 
 一つは予算概要３９ページ、オンライン診療

推進事業費です。 

 こちらに関してはオンライン診療を行ってい

る医療機関が限られていることで、一般質問で

先日部長答弁がありました。受診の支援を行う

訪問看護ステーション等への支援と今回は書い

ていますが、具体的な支援内容はどういったも

のか、また、対象はへき地だけに限られるのか、

伺います。 
 二つ目が予算概要４０ページ、在宅医療提供

体制整備事業費についてです。 
 在宅医療のニーズが現在非常に高まっていま

す。在宅医療を担う医療機関を確保するために

は、その必要性を理解して取り組む医師を増や

すことが重要だと考えていますが、訪問診療に

必要な医療機器の整備に対する経費に対して助

成とありましたが、具体的な助成内容と期待さ

れる効果について伺いたいと思います。 
三好医療政策課長 まず、オンライン診療につ

いてお答えします。 
 オンライン診療はへき地や在宅医療において

有効な診療手段ですが、患者が高齢のためＩＣ

Ｔ機器の操作が困難であるなど、医師の診察を

サポートする者が必要といった課題があります。

こうした課題の解消には、訪問看護を行う看護

師等による患者側での機器操作や医師の指示に

従った受診介助を進めることが有効ですが、現

在、患者側での受診支援に対する報酬がなく、

取り組みにくい状況があります。 
 そこで本事業において、患者側で受診支援を

行う訪問看護師の派遣経費に対して１回当たり

３千円、若しくは２千円の補助を行い、訪問看

護ステーションや病院、診療所が取り組みやす

い環境を整えることで、オンライン診療の普及

を図ります。また、へき地等には限定せず、県

内全域を対象として事業展開を行います。 
 次に、在宅医療提供体制整備事業についてで

す。 
 在宅医療には現場で高齢者の誤嚥性肺炎等の

検査を行う携帯用の医療機器が必要となります

が、それらの機器は高額であることが参入の障

壁の一つとなっています。 
 そこで、本事業では、新たに在宅医療に取り

組む医療機関や受入拡大を行う医療機関を対象
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に、ポータブルエコーや心電計、エックス線撮

影装置など、訪問診療に必要な機器の購入につ

いて３分の２の高い補助率で助成するものです。 
 事業効果については、医療機器整備を高い補

助率で支援し、新規参入のハードルを下げるこ

とで、在宅医療を担う医療機関の拡充につなげ

ていきたいと考えています。また、機器の活用

により、肺炎など疾患の早期発見、早期治療に

より重症化予防につながることも期待していま

す。 
澤田委員 ありがとうございます。このオンラ

インに関しては、へき地以外も対象ということ

で非常にありがとうございます。やはり、へき

地以外の医療施設でもこういった要望が非常に

多かったかと思います。 
 また、在宅医療の整備事業に関しても機械が

かなり高いのはよく御存じだと思いますが、こ

れによって在宅医療が促進できるのかなと思い

ました。本当にありがとうございます。 
 一つお聞きしますが、この在宅医療を増やす

には、どうしてもやはり後方支援が必要不可欠

だと思っています。というのが、在宅医療に関

しては往診する医師の皆様がどうしても外来診

療と往診の中で様々取り組む施設もあるし、ま

た土日や祭日、夜間に関しては２４時間、患者

が急変することもあります。夜や土日に急変し

た場合、人間関係があれば、迅速にベッドを保

有している施設に紹介することも可能かと思い

ますが、やはり人間関係がなかったら躊躇して

しまう、そういったケースを非常に私も経験し

てきました。そういったのは、やはり若い医師

の方が診た場合にこの土日や夜間、対応がなか

なか難しい現状があれば、在宅医療に携わろう

という意欲もなくなってくることもあると思っ

ています。 
 そういった意味においては、この地域医療支

援病院と往診先との交流であったり今までやっ

てこられたのかが気になったので、もしそうい

った医師と医師の交流会等が行われている現状

があれば、教えていただければと思います。 
三好医療政策課長 交流の詳細は、今資料はあ

りませんが、また新年度の事業で医療機関同士

の顔の見える関係づくりといった取組も新たに

行うようにしています。 
澤田委員 ありがとうございました。では、積

極的によろしくお願いします。 
岡野委員 ２点通告しました。 
 まず予算概要１３８ページ、医療的ケア児等

支援推進事業費について伺います。 
 医療的ケア児支援センターがありますが、設

置されて来年度で３年目を迎えます。令和６年

度予算で特別事業となっていますが、これは新

たな取組が何かあるのか、また、２年が経過し

て現在のセンターに寄せられている相談内容な

どあったら、具体的に聞かせください。 
 そしてもう一つが予算概要１４２ページ、障

がい者差別解消・権利擁護推進事業費について

です。 
 こちらも特別事業として障がい者の自立と社

会参加推進のため、ＩＣＴ機器使い方体験会と

あります。確かにスマホやタブレットなどを活

用できるようになるのは非常に重要だと考える

し、誰もが必要な情報にアクセスできることが

必要だと思うので、このＩＣＴ体験会の内容や

期待する効果などについてお聞かせください。 
柳井障害福祉課長 お答えします。 
 まず、医療的ケア児支援センターについてで

す。 
 現在、センターでは事務職員１人と看護師１

人で相談対応しています。令和６年度は新たに

社会福祉士１人を加えて相談体制を強化します。 
 次に相談内容についてですが、昨年度は５５

件、今年度は２月末までに９１件の相談に対応

しています。主な相談内容は、保護者からの就

園や就学に関する相談、子どもを一時的に預か

ってくれる施設はないかといった問合せ、また

施設側からは、今度医療的ケア児を受け入れる

けれど、どのように進めたらよいかといったも

のとなっています。 
 次に、差別解消・権利擁護推進事業について

です。ＩＣＴ体験会は、スマートフォンやパソ

コン等での情報を取得し利用することが特に困

難な視覚や聴覚に障がいのある方を対象に、県

内六つの圏域ごとに開催する予定としています。 
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 内容は、スマートフォンの基本操作、読み上

げのアプリや音声を文字化するアプリなどの使

い方の紹介などとしています。また、体験会に

あわせ個別の相談会も予定しています。 
 期待する効果としては、障がいのある方がＩ

ＣＴ機器を活用して必要な情報を取得し、コミ

ュニケーションを促進し、またインターネット

上で提供されている便利なサービスを利用、ま

た、取得した情報を基にイベントに参加するな

どによって社会参加が進むことを期待していま

す。また、誰もが必要な情報にアクセスできる

ことも非常に重要ですので、視覚や聴覚以外の

障がいをお持ちの方については、聴覚障がい者

を対象とした体験会への参加を御案内したいと

思います。 
岡野委員 ありがとうございます。やはり保護

者の方々、そして園や学校など、そういった双

方が相談できるセンターは非常に重要だと思う

ので、今後も大変期待しています。 
 さきほど部長からも答弁があった一時休息の

ためのレスパイト事業や、修学旅行のサポート

支援など、本当に現場の声がしっかり届いてい

る印象を持っているので、是非これからもよろ

しくお願いします。 
中野委員 こども医療費助成事業費について質

疑します。予算概要は１１２ページです。 
 新年度の当初予算案の新おおいた創造挑戦枠

として、入院・通院医療費の助成対象に高校生

を追加することが提案されています。 
 まず、開会日に佐藤知事から提案理由が説明

されましたが、助成対象を高校生にまで拡充し

ようとする検討の経緯、経過及び拡充の考え方、

理由について改めて伺います。 
 次に、提案された予算は令和５年度７月現計

予算額と比較して４億２千万円程度の増額とな

っています。今回提案された高校生年代の医療

費が含まれるものと思いますが、予算の積算根

拠を伺います。 
 さらに、令和５年度は国庫支出金を財源とし

て本事業を行うこととしていましたが、新年度

の当初予算案では一般財源でこの事業を行うこ

ととしています。財源の根拠について伺います。 

 最後に、予算資料にはこども医療費を軽減す

る市町村に助成する記述があります。１３億円

の予算の積算は全１８市町村分を充当している

のかについて伺います。 
今井こども未来課長 私から、こども医療費の

４点についてお答えします。 
 まず拡充した理由ですが、本県では市町村の

協力もいただき、既に県内全域で中学生までの

助成が実現しています。高校生年代は、進学、

就職を控えて家計の負担が大きくなることや市

町村を超えて居住地以外の高校に通学する生徒

もいます。そういった場合、例えばクラスでイ

ンフルエンザが流行した場合、同じ病気にかか

っても、居住する市町村で医療費助成があるか

ないかによって負担に差が出ることになります。

そういった格差を生じさせないことが望ましい

こともあり、県として統一の制度を創設するも

のです。 
 続いて、増額された予算の積算根拠ですが、

内訳としては、高校生年代の拡充分が２億９千

万円、今年度インフルエンザ等が流行したので、

その辺の実績が増えていて、その実績に伴う医

療費の伸び率を勘案した分が１億３千万円にな

っています。 
 それから、財源は国庫を入れずに一般財源で

やる理由ですが、本事業は令和３年度までは一

般財源で実施をしていました。国と協議した結

果、令和４年度は新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金、それから令和５年度は

物価高騰対策の交付金が使えたので、充当した

ものです。令和６年度はそういった交付金がな

いので、令和３年度までと同様に一般財源で措

置をしました。 
 それから、積算は全市町村分かということで

すが、予算は県内全市町村分が拡充することを

想定して計上しています。 
穴見委員 よろしくお願いします。２項目あり

ます。 
 まず概要書１０７ページ、大分にこにこ保育

支援事業費ですが、保育を必要とする家庭の経

済的負担を軽減する非常に重要な事業であると

思っていますが、この事業において県から各自
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治体への助成が２分の１であるのに対し、大分

市だけが中核市であることを理由に４分の１に

なっています。県内他都市と不均衡が起こって

いますが、こういった判断に至った見解をお聞

かせいただきたいと思います。 
 そして二つ目が概要書１０９ページ、おおい

た子育て応援スクラム事業費の中のおおいたリ

トルベビーハンドブック増刷経費についてです

が、まだリトルベビーという言葉がなかなか認

知度も低く、それによって保護者が誰にどのよ

うに相談するか困っている、子ども自身に適し

た支援を受けられないとの話もよく耳にします。 
 このハンドブックはどこにどういった形で配

布しているのでしょうか。そしてまた、広く周

知するためにどういった工夫をされているのか、

あわせてお聞かせいただきたいと思います。 
今井こども未来課長 私から、２点についてお

答えします。 
 まず、保育料の助成の補助金の補助率の件で

す。昨年１０月の決算特別委員会で福崎委員に

答えたものと、昨年７月の定例会で木田委員に

対する総務部長からの答弁と同じ内容になって

しまうので大変恐縮ですが、本事業は平成１６

年から開始をしていて、大分市は保育所の設置

認可等の権限を持っています。そういった権限

を持つ中核市である大分市と県との役割分担を

明確にするために、双方で協議した結果、大分

市は県の補助を受けずに独自でやることで進ん

でいました。その後、令和元年１０月に幼児教

育・保育の無償化を国が打ち出して、それを実

施していますが、それにあわせて本事業の制度

も拡充しました。その際に改めて協議した結果、

大分市の負担が大きいこともあって、新たに県

から４分の１を補助することで合意しました。 
 それから、大分市は他の市町村と比べて財政

力指数が高いことを承知しています。さきほど

説明した過去の議論の経過等を踏まえて、現在

まで補助率を据え置いています。 
 また、大分市は市独自の子育て施策も実施さ

れていて、県としても非常にありがたいと感じ

ていますが、また来年度から新たにこれまで実

施されていなかった認可外保育施設に通う園児

の保育料減免を始めると伺っていて、県として

もしっかりとこの事業で支援をしていきます。 
 それからもう１点、リトルベビーハンドブッ

クについてお答えします。 
 １，５００グラム未満で生まれた子どもや２，

５００グラム未満で生まれ支援を要する子ども

を対象に、小さく生まれたからこそ特別な記録

ができるよう、昨年２月にこのハンドブックを

作成しています。先輩パパ、ママの体験談や元

リトルベビー本人からのこんなに大きくなった

よというメッセージも掲載していて、家族に寄

り添う内容となっています。 
 ハンドブックについては、現在県内４か所の

周産期母子医療センターや産科医療機関、それ

から、市町村の保健師等の面談を通じて配布を

しており、支援が必要な全ての母親に届いてい

ます。 
 ハンドブックの広報については、県の子育て

支援ポータルサイト子育てのタネで広く周知を

していますが、重要なことは必要な方に漏れな

く届き、活用していただくことだと思っていま

す。今後も産科医療機関や市町村と連携して、

不安を抱えたパパ、ママの心の支えとなるよう

届けていきたいと考えています。 
穴見委員 ありがとうございます。 
 まず、大分にこにこ保育支援事業の方ですが、

大分市からも対象となる児童が多いことから拡

充してほしい旨の要望等が恐らく届いていると

思うので、今後状況を見ながら検討していただ

ければと思います。 
 それとリトルベビーハンドブックですが、繰

り返しなりますが、まだまだやはり認知度が低

いと感じているし、その保護者が自らの力で広

めようとしているのも見たりしたので、サポー

トをしっかり行っていただきたいと思います。 
吉村（哲）委員 １４４ページの車いすマラソ

ン関連の中に、デフリンピックの予算約１６０

万円が計上されていますが、具体的な取組につ

いて伺います。 
高木障害者社会参加推進室長 デフリンピック

についてお答えします。 
 デフリンピックは１００年近くの歴史を持つ
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耳の聞こえないアスリートのための国際的なス

ポーツ大会であり、オリンピックと同様に夏季

と冬季それぞれ４年ごとに開催されています。 
 夏季デフリンピック競技大会東京２０２５は

令和７年１１月１５日から２６日までの１２日

間開催され、約８０か国、地域から３千人もの

アスリートが陸上や水泳など２１競技に参加予

定です。 
 デフリンピックの機運醸成等に向けては、県

聴覚障害者協会などと連携しながら情報発信を

行うとともに、障がい者スポーツ大会など、県

内の様々なイベントを通じてＰＲ活動を展開し

ていきます。 
 また、本県に事務局がある日本デフピーチバ

レーボール協会が田ノ浦ビーチで国際親善大会

を開催しており、それにあわせてＰＲブースの

設置や手話教室の開催、競技種目でもあるビー

チバレーボールや陸上などの体験会も行い、普

及を図ることとしています。 
吉村（哲）委員 ありがとうございます。 
 以前、私も一般質問で耳が聞こえない方の陸

上におけるフラッシュライトのお願いもしたと

ころですが、パラリンピックが９割の方が知っ

ていることに対して、このデフリンピックは認

知度１割程度とまだまだであり、実際パラリン

ピックには聴覚障がいの方の種目がないことを

考えれば、耳が聞こえない皆さんがスポーツで

活躍するのはこのデフリンピックが一番大きな

舞台なのかなと感じています。 
 そういった意味では、障がい者活躍日本一を

目指す本県としても教育分野、また企画振興等

の分野とも是非連携を図りながら、スポーツ環

境も整えていただければと思うので、今後とも

デフリンピックの普及にあわせて施設整備も進

めていただければと思います。要望です。 
高木障害者社会参加推進室長 競技施設の整備

については、聴覚障がい者スポーツの普及に向

けた取組として、日本パラスポーツ協会に大分

県障がい者スポーツ協会の方から陸上や水泳用

光刺激スタートシステム、光を出すシステムの

助成の申請をしています。しっかり普及を図っ

ていきます。 

木田委員 予算概要の６０ページ、みんなで進

める健康づくり事業費のおおいた健康ポイント

の推進についてです。 
 健康アプリ、新おおいた歩得の開発、普及、

活用促進を図るとあります。 
 従来の歩得、ポイントをためて抽選に応募す

る仕組みだったと思いますが、普及、活用促進

を図るのだったら、他の自治体のように、ポイ

ントを商店等で買物に直接利用できる仕組み、

あるいは他サービスのマルマルポイントなどへ

のポイント移行、あるいは必ず何かの特典が受

けられるようなインセンティブの仕組みを導入

すべきではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 
吉冨健康づくり支援課地域保健推進監 現行ア

プリのインセンティブとしては、ポイントをた

めて抽選に応募する仕組み以外にも、３千ポイ

ントをためると、県内３４２か所の協力店で商

品の割引などの各種サービスが受けられたり、

登録された温泉を１０か所巡ると抽選に応募で

きる仕組み等があります。 
 今回、現行のおおいた歩得アプリのサーバー

ＯＳが令和６年度中にサポートを終了するため、

これまでの効果を検証した上で機能の改修を予

定しています。 
 具体的な機能の選定は健康アプリ検討会で意

見を伺いながら企画提案を公募することとして

います。ポイント交換など、さらなる普及、活

用促進につながるような工夫については、民間

資金やノウハウが必要であり、そうした可能性

も今後検討していきたいと考えています。 
木田委員 今９万ユーザーの登録なので、是非

この登録数の目標を増やすことが大変重要だと

思うし、議会が終わったら、私も保健指導の手

紙が来ているので、頑張らんといけんなと思い

ますが、ポイント連携アプリが非常に多く、例

えばマネーステップというアプリがありますが、

これは１日１万歩以上歩けば３ポイント、月２

０万歩以上で１０ポイント、１ポイント１円相

当でポイント移行できる仕組みがありますが、

そういった手法もあると思います。いろいろ抽

選に申し込むのは結構大変かと思うので、その
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まま使えることが利用者にとって、ユーザーに

とっては一番いいことかなと思うので、是非検

討委員会の中で御検討いただきたいと思います。 
守永委員 ３点質問します。 
 まず一つが献血推進事業費、予算概要の４５

ページですが、県内の１０代から３０代の献血

者は減少傾向にあり、依然として若年層の献血

離れが進んでいると聞いています。今年度、７

年ぶりに県立高校に献血バスが運行されたとの

ことですが、若年層に向けて引き続き積極的な

働きかけが必要だと考えます。献血の推進につ

いて、これまでの実績と今後の方針について伺

います。 
 ２点目が、予算概要９０ページの地域介護予

防活動推進事業費です。 
 先日の今吉議員の一般質問に対する回答で、

通いの場への参加率が１０年連続で全国トップ

だったという知事答弁がありました。その要因

について具体的に御教授ください。 
 さらに、来年度は通いの場の活動内容として

ｅスポーツや料理教室などを例として挙げてい

ましたが、予算概要には市町村や地域包括支援

センター、専門職団体、民間企業などと共同し

て、通いの場の活動内容の多様化と魅力向上に

取り組み、新たな層の参加促進を図るとありま

すが、具体的にどのように取り組まれるのか、

教えてください。 
 ３点目が、予算概要１５２ページの発達障が

い児地域支援体制整備事業費です。 
 幼児等の発達障がいに早期に気付き、支援に

つなげる事業として継続されてきていますが、

これは大切な事業であり、来年度も引き続き予

算を計上していただいていることに感謝をした

いと思います。 
 この事業でかかりつけ医等の発達障がい対応

力向上研修がありますが、かかりつけ医として

活躍していただいている専門医師の充足状況と、

あわせて来年度何人養成していくのか、予定を

教えていただければと思います。 
山本薬務室長 献血推進事業についてお答えし

ます。 
 本事業では県民への献血の普及啓発に取り組

んでいます。中でも県内の大学生で構成する大

分県学生献血推進協議会への委託により、学生

クリスマスキャンペーンの実施や、はたちの献

血キャンペーン会場での啓発活動など、若年層

対策に力を入れています。 
 また学校献血では、コロナ禍の影響もあり、

ここ数年、県立高校では献血バスの受入れがで

きなかったところですが、７年ぶりに大分東明

高校で今年度実施することができました。他に

も高校や専門学校の協力も得て今年度は８校で

実施しています。 
 今後も安定的、継続的な血液供給を確保する

ため、関係機関と連携を取りながら１０代の若

者が多く集まる県立高校や私立高校、専門学校、

大学等での献血バスの配車の実施に加え、様々

な場面や企業と連携した啓発活動など、若年層

に向けた取組に力を入れていきたいと思います。 
渡邉高齢者福祉課長 地域介護予防活動につい

てお答えします。 
 平成２４年度から介護予防効果の高い、めじ

ろん元気アップ体操の普及をはじめ、通いの場

のマニュアル作成や指導者の派遣などを実施し

てきました。また、コロナ禍にはオンライン通

いの場の推進などにより、活動の継続を支援し

てきたところで、１０年連続日本一はこのよう

な取組の成果だと考えています。 
 一方で、県内の通いの場には７５歳未満の若

い層や男性の参加者が少ないといった課題もあ

るため、来年度は通いの場の活動の多様化を図

ります。 
 主なメニューである体操については、運動機

能の強化を図る、そしてまた認知症予防やｅス

ポーツ、男性の料理教室など、新たな活動に取

り組むよう、通いの場のリーダーなどを対象と

した研修を実施します。 
柳井障害福祉課長 私からは、かかりつけ医等

の発達障がい対応力向上研修についてお答えし

ます。 
 この研修事業は、全ての市町村に研修を受講

した医師が配置できるよう大分県医師会の御協

力をいただきながら実施しているものです。現

在、５２人の研修を受講した医師が１５市町で
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診察にあたっていただいているところです。 
 来年度は研修受講医師がいない３町村の医療

機関に研修の受講を呼びかけ、他の市町村の医

師も合わせて２０人程度の受講を予定していま

す。 
山本薬務室長 さきほど献血を実施した学校を

大分東明高校と申しましたが、訂正します。大

分東高校で７年ぶりに実施しています。失礼し

ました。 
守永委員 ありがとうございます。東明と聞い

て、あれっと思いましたが、了解しました。 
 献血は若い方に積極的に参加していただくこ

とと、私も大学時代、献血の運動をやりました

が、ちょうどその頃に薬害エイズに関わる問題

で、国内で血を確保することの大切さを世間に

訴えかけてきたこともあるので、そういう歴史

を少しひもといた中で献血の大切さを若い人に

認識していただければと思います。よろしくお

願いします。 
 また、１０年連続全国トップの通いの場への

通いということで、やはり男性が足が鈍るのが

あると思いますが、料理教室など行くことが楽

しくなるようなことをやっていただければ、も

っと多くの方が集まると思うので、是非頑張っ

ていただければと思います。 
 また、発達障がいについても引き続きよろし

くお願いします。 
吉村（尚）委員 よろしくお願いします。 
 予算概要の２２ページ、災害時要配慮者支援

事業費の災害発生時の福祉的支援の充実につい

てです。 
 災害時には公民館や体育館などの一般的な避

難所では、避難生活が困難な高齢者や障がい者、

妊婦などの福祉的サービスが受けられるよう、

福祉施設を利用する福祉避難所がありますが、

今回の能登半島地震においては、施設の建物が

破損や断水、職員が被災して人手不足に陥った

ことで、受入態勢がなかなか整わなかったため、

福祉避難所の開設が２割程度だったと報道があ

りました。また、そのような状況は、先日開催

された福祉保健生活環境委員会においても、工

藤部長からも説明、報告がありましたが、その

ような場合に備えて日頃より福祉関係者による

ネットワークを構築して支援体制を整備してい

くことが重要だと思います。 
 そこで、災害福祉支援ネットワーク会議によ

る能登半島地震への対応をどのように行ってき

たのか、あわせて能登半島地震を踏まえた今後

の対応をどのように検討し、進めていこうとし

ているかについて伺います。 
渡邉福祉保健企画課長 お答えします。 
 まず能登半島地震への対応状況ですが、災害

福祉支援ネットワークを通じて、これまでに県

内の施設職員１２人を石川県へ派遣して、１．

５次避難所での要配慮者への福祉的支援や現地

の介護施設等の支援を行ってきたところです。

今月９日からは新たに珠洲市へ大分ＤＭＡＴを

派遣して、避難所における福祉ニーズを把握し

ながら支援につなげる活動等に従事しています。 
 それから今後の対応方針ですが、今回の能登

半島地震では、今委員から御紹介のあったとお

り、施設自体が被災をしたことがあったと伺っ

ています。 
 また、先月２２日のネットワーク会議におい

て、さきほど申した石川県へ派遣した施設職員

から現地の状況の報告を受け、その中に福祉的

ニーズ、特に避難者が短期間で入れ替わるもの

ですから、なかなかそのニーズが捉えにくいと

いった新たな問題があったとも伺っているし、

いろんな課題が今後も出てくると想定していま

す。 
 今後の対応は、これまでの報告に加えメディ

アでも様々な課題が取り上げられているし、何

よりも派遣した職員が現地で目で見て感じたこ

とを県のネットワークで共用しながら、施設間

の相互応援や災害時要配慮者の支援へつなげて

いきたいと考えています。 
吉村（尚）委員 ありがとうございました。職

員が現地に行かれて大変お疲れ様です。そこで

目で見て感じたことを大事に、また今後の取組

のことでもあるので、福祉保健部長から現地に

行かれたことで、もし補足等があったら、後ほ

ど答えていただければと思います。 
工藤福祉保健部長 ありがとうございます。２
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月の中旬に、平日はなかなか行く時間がないの

で、土日にそっと行ってきたのですが、２日間、

できるだけ見ようということで行ってきました。 
 七尾市に保健師を派遣しているので、そちら

の状況が中心ではありましたが、七尾市では、

市が事前に２５か所の福祉避難所を平素から指

定していたと聞いています。そのうち稼働した

福祉避難所は２か所で、１割か２割程度しか恐

らく機能しないだろうなということで、施設そ

のものがやられたり、スタッフの方が被災され

たり、なかなか指定した数ほど機能しない現実

があったようです。 
 本県も４００近い福祉避難所を今指定はして

いますが、いざどれぐらい動くのかということ

があるので、そういったときに機能できる施設

はどこなのか。あと、動けるスタッフはどうい

う方なのか、ある程度箇所を決めて集中させて

いくべきだと思った次第です。 
 また七尾市の福祉避難所には、さらに先の奥

能登の輪島市、あるいは珠洲市から対象者が集

まってきて、それが一つ混乱に拍車をかけたこ

ともあったようです。その地域、地域で少ない

中でもしっかりと支えていくことはやはり必要

かなと実感したので、その辺を肝に銘じて対策

を講じていきたいと思っています。 
吉村（尚）委員 部長ありがとうございました。

今回もそうですが、一般避難所に入るべき方が

福祉避難所にも来られたと。それは一般の避難

所がなかなか整備できていない状況、トイレの

問題だったり、居住空間のスペースの問題だっ

たり、いろいろあろうと思います。また、女性

の視点での避難所の運営の問題とかも。そうい

うような中の困難さが、本来、一般避難所に入

るべき方が福祉避難所に入ったと。来られると、

それをなかなか断れなかったような状況もあっ

たとも聞いています。 
 こういう福祉避難所のあるべき姿とか、周知

も必要なのかな思ったりもしますし、いざ災害

が起こったとき、市町村内だけではなかなか福

祉避難所が確保できないような場合は、市町村

外だとか県外だとかとの連携、そういう広域で

の協定も結んでおく必要があると思いますが、

その辺についての何か検討されていることがあ

ったら、よろしくお願いします。 
渡邉福祉保健企画課長 まず、福祉避難所へ一

般の方が避難する問題は、従前から指摘されて

いました。令和３年に法改正によって指定福祉

避難所という制度ができました。ここは福祉避

難所だとあらかじめ指定しておく制度ですが、

それまでどこが福祉避難所なのか要配慮者が分

からないので、そういう制度をつくりましたが、

逆にそれが一般避難所よりも近いところに福祉

避難所があった場合に、一般の方たちが殺到す

る状況があって進んでいない課題があります。 
 この課題を何とか解決していくことを検討す

る必要はあります。 
 それから広域的な避難の状況ですが、今現在、

我々としては福祉避難所サポーター制度を設け

ています。施設の職員が被災した場合、サポー

ターとして登録している人たちが、福祉避難所

の運営を支援する制度、これはある程度の市町

村ごとの災害であれば対応できるかもしれませ

んが、これが石川県規模の地震となると、県内

だけでは無理なので、広域的なネットワークは

非常に重要になるかと思っています。 
 あと考えられるのは、今石川県でもされてい

ますが、広域的にホテルや旅館等を活用して避

難先を確保することも今後検討する必要がある

のかなと思っています。 
阿部（長）委員 私からは、２点伺います。 
 まず１点は、７３ページ新興感染症等対策推

進事業費です。昨年、２類から５類に移行した

新型コロナウイルス感染症ですが、４月からワ

クチンも有料になったり、平時の感染症対策に

完全移行するようですが、医療提供体制の変更

により、感染者の受診等に混乱は生じないかが

まず１点です。 
 また、新興感染症対策では代表質問の答弁で

９月までに医療機関等との医療措置協定の締結

を急ぐということでしたが、具体的にどのよう

に取り組んでいくのか、伺います。 
 大きく２点目としては、６０ページのみんな

で進める健康づくり事業費です。 
 補助指標を活用した健康課題解決支援事業に
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ついてですが、生活習慣等の改善に向けた市町

村の取組を支援するとあります。市町村におけ

る１３の健康指標の現状をどう評価して、来年

度どのように取り組んでいく予定なのか、伺い

ます。 
池邉感染症対策課長 私からは、新興感染症対

策事業費についてお答えします。 
 まず、１点目の新型コロナの医療提供体制で

すが、医師会や医療機関の協力もあって大分県

内では既に通常の医療体制に移行しています。

さらに、仮に高額な抗ウイルス薬が出たとして

も、４月以降も高額療養費の制度が他の疾病と

同様にあるので、特に大きな混乱は生じないと

考えています。 
 また、もう１点目の医療措置協定の締結を急

ぐ点ですが、医療措置協定は新興感染症が発生

したときに、あらかじめベッドとか、発熱外来

とか、自宅療養者に対しての医療提供を医療機

関の機能ごとに事前に県と協定を結ぶものです。

それにあたっては、もちろん医療機関や医師会

の協力が本当に不可欠で、昨年１２月に県の医

師会に制度説明を行ったことを皮切りに、現在

も医療機関や薬局、訪問看護事業所等への説明

を実施しています。 
 また、各保健所もそれぞれ管内の医療機関を

個別に訪問して丁寧に説明をして理解を求めて、

速やかに協定締結を結べるように説明していま

す。 
 今後も県の医師会や薬剤師会に協定締結の調

整の事務、業務委託も進めて、できるだけ速や

かに協定締結をする予定としています。 
吉冨健康づくり支援課地域保健推進監 私から

は、補助指標を活用した健康課題解決支援事業

についてお答えします。 
 喫煙や運動習慣、何でもかめるメタボ該当率

などからなる１３の健康寿命補助指標は、健診

データ等を基にして市町村ごとに毎年更新する

ことで、それぞれの市町村の強み、弱みの見え

る化につながっています。 
 来年度実施の本事業では、この１３の補助指

標のうち、特に改善が必要と捉えている項目に

ついて市町村が新たに実施する事業を支援する

ものです。令和６年度は血圧、空腹時血糖、喫

煙習慣、食べる速度、何でもかんで食べること

ができるの五つを特に改善が必要な指標とする

予定としています。 
 事業の実施にあたっては、当課と保健所が個

別に相談、協議の場を設けて、市町村ごとに補

助指標の分析評価や事業内容を選定し、助言し

ています。例えば杵築市では、五つの指標のう

ち血圧や喫煙習慣に対応する予定で、東部保健

所と市で協議を進めています。より多くの市町

村がこの事業を活用して健康課題の解決につな

げられるよう取り組んでいきます。 
阿部（長）委員 既に４月から大分市内では通

常医療の体制にしているようですが、地域には

温度差があるのかしれません。私は杵築市です

から、杵築の懇意にしている医療機関２者に聞

きました。そうすると全くそれを聞いていない

とか、そこは皮膚科ですから、皮膚科の人はぴ

んときていません。もう一つの医療機関は内科

医ですね。内科医は当然分かっていたし、この

医療措置協定についても話を聞いていますが、

具体的な保健所からの説明等はまだないと、い

つかあることは聞いているということは話して

いました。ただ、その２医療機関ともに検査体

制がやはり弱いというか、キットが抗原キット

しかないとか、ＰＣＲ検査キットはないので検

査がなかなかすぐできない。ＰＣＲをやった場

合は検体検査に出して時間がかかると。抗原検

査キットがあればすぐできるけどというような、

そういう課題も話をしていました。 
 したがって、いろんな医療機関、全ての医療

機関で受けられるか分かりませんが、受けられ

るように地方でも感染症対策がしっかりできる

ように。 
 それともう１点は、福祉医療現場ですね。今

回、医療を持たない老健ではない特養あたりは

大変なダメージを受けています。全くの無防備

で医療を持たないところですから、これは今度

新規の感染症が出てきたとき、今回の経験を基

に医療機関と福祉施設がどのように連携するか、

そこで県がどのように入っていくかをしっかり

と対策を講じていただき、混乱が生じないよう
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にやっていただきたいというお願いです。本当

に福祉施設は無防備の状態で医療がないので大

変でした。 
 ですから、そこら辺も含め、新たな感染症が

出たときにどうするか、今回のコロナ対応を契

機に生かしていただきたいと思います。それと、

医療機関と連携をしっかり取っていただくとこ

ろですね。 
 あと、みんなで進める健康づくりも今一所懸

命取り組んでいただいていますが、各保健所は

コロナ、コロナで追われて保健師も大変忙しか

ったのではないかなと思います。ただ、今落ち

ついている中で、これから本来の健康づくり日

本一、健康寿命日本一を掲げる大分県ですから、

健康づくりは本来の……（ブザー音）お願いし

て質疑を終わります。 
御手洗（朋）委員 ５６ページのがん対策推進

事業費について質問します。 
 新規事業として、がん患者社会参加応援事業

が上げられています。購入費助成だけでなく、

相談体制の強化や普及啓発など、関係者の皆さ

んにとって有益な事業であると考えます。 
 ただ、がん患者以外にも医療用ヘアウイッグ

等を必要とされている方はいると思われます。

例えば、ヘアロスの子どもたちです。成長に合

わせてウイッグを取り替える必要があるなど経

済的な負担も生じていると聞きます。 
 この事業を拡大し、市町村とも連携の上で対

象をもっと広げることができないか伺います。 
 もう１点、ヤングケアラーのことがありまし

たが、既に出ているので要望だけ述べます。 
 一つは、学校現場との連携をさらに密にして

課題の解決に努めていただきたいこと。もう一

つがヤングケアラーだけでなく、貧困やＤＶ、

ひきこもりなど、子どもたちを取り巻く環境は

一層複雑なものになっていると思われるので、

今回の調査がそういった部分にもスポットが当

たり解決につながればと思っています。よろし

くお願いします。 
吉冨健康づくり支援課地域保健推進監 がん患

者社会参加応援事業については、年齢を問わず

ウイッグ等の購入助成をしていますが、新年度

からは頭皮や指先の副作用を軽減するローショ

ン等を対象に加え、充実を図ることとしていま

す。 
 がん治療にかかわらず、脱毛症等のヘアロス

に悩む子どもの療養生活支援として、ウイッグ

購入助成を新たに行う市町村が県内にあること

は承知しています。子どものヘアロスに対する

ウイッグ購入助成については、その状況把握や

関係機関等への情報収集に今後努めていきたい

と思います。 
戸高委員 実は質問の項目は丸々阿部長夫委員

とかぶっていて、感染症の措置や締結の件です。

ただ、池邉課長がさきほど答えたそうに手を挙

げていたので一つお聞きしますが、正に今説明

会を行っている段階で、昨日も、そして今日を

挟んで明日、あさっても説明会をされていると

聞いているので、そういった説明がなされるの

ではないかなと思っていました。 
 それと私、国の法律の関係で分からないとこ

ろだけ教えていただければと思いますが、感染

症が起こった場合に、国の予算措置が起こるま

での間はすごく期間があって、その後は保険診

療と一緒に予算措置がなされると思います。そ

の流行期前に、きちっと病床確保とか、さきほ

どの６項目ですか、締結の内容の目標値は恐ら

くコロナの最大だったときが目標だったと思い

ますが、その目標に合わせて大分県も今目標値

としてされているのではないかなと思っていま

す。その予算措置の仕組みを今回つくることが

あったと思いますが、そこがまず一つ、どうさ

れているのかを教えていただきたい。 
 もう一つは、この締結に期限があるのか。な

ぜかというと、すぐに新興感染症が発生しない

可能性もあるし、あるかもしれません。期間が

かなり空く場合もあるかもしれません。そのた

めに医療機関それぞれの団体が人員の体制であ

ったり、経営の体制であったり変化すると思い

ます。そのときに計画に狂いが生じた場合、そ

の部分の報告、変更の義務が生じているのか。

さきほど言った締結の期限がきちっとあるのか

をお聞きします。 
池邉感染症対策課長 御配慮ありがとうござい
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ます。御指摘のとおり、本当にさきほど言いた

かったのは、昨日説明会をして医療機関もかな

り前のめりでいろいろ質問もありました。確か

に地域差もありますし、診療科によってもいろ

んな質問が出ていますが、今後も丁寧に説明し

ていきたいと思っています。明日、あさっても

あるので、より説明を尽くしていきたいと思っ

ています。 
 その上で流行初期の措置についての御質問で

すが、早期からベッドの確保や発熱外来をする

医療機関には、前年同月よりも診療報酬が下が

った分は、国が損失補填をする仕組みをつくっ

ています。一定のベッドを確保するなど医療提

供体制を迅速に立ち上げることを協定で締結し

た医療機関には、大体発生から１か月以内、診

療報酬の特例ができるまでの間、この損失補填

の対象となります。それも説明しながら進めて

います。 
 期限等については、協定なので３年で自動更

新です。実際ベッドが減ったとか、診療科が変

わったとか、いろんなことが今後起きてくるの

で、それは申出をいただいたら、協定締結の内

容を修正して締結をし直すことが盛り込まれて

いるので、そこも対応できるようになっていま

す。 
清田委員 ２点伺います。概要書４３ページ、

看護職員確保総合対策事業費です。 
 まず、復職支援に対してナースセンター１人

の職員増員ということで、我が会派の要望を加

味していただいたことを大変感謝します。あり

がとうございます。 
 潜在看護師の確保ですが、そもそも潜在と言

われている方々です。正に離職した事情も様々

であり、潜在ですから、いかにアプローチして

いくかが非常に難しいのではないかと思ってい

ます。まず、その手法について伺いたい。 
 また、働きやすい職場環境の整備についての

普及啓発ですが、中野議員の一般質問の中で動

画を作成する話がありました。大分県全般に言

えることですが、動画を作成してＷｅｂに上げ

て終わりでは、この事業に対する効果発現が非

常に怪しまれるので、動画を活用して事業効果

を発現するため、対象にいかに見せていくか、

その活用の方法を明示しつつ、この動画の情報

発信がいかに潜在看護師確保に向けた職場環境

の改善につながっていくのかを伺います。 
 ２点目です。概要書の５６ページの臓器移植

医療連携強化事業費です。新規事業となってい

て、８７１万１千円が計上されています。 
 臓器移植法制定２５年経過していますが、ま

だまだ脳死を受け入れ難い遺族の方々、家族の

方々がたくさんいらっしゃいます。そういう中

で、県として臓器移植を推進する考えなのか、

その基本的な姿勢を伺いたいことと、あわせて

臓器移植の現状について伺います。 
 また、この８７１万１千円の金額の使途と大

分大学との具体的な連携の内容に関してもあわ

せて伺います。お願いします。 
三好医療政策課長 私からは、潜在看護師の再

就職支援についてお答えします。 
 看護師免許を持っているが、現在職に就いて

いない方、いわゆる潜在看護師の特定は難しい

ため、動画を活用した啓発活動やナースセンタ

ーでの再就職支援を中心に対策を図ります。 
 現在の就業状況を見ると、県内の看護職員は

増加傾向にありますが、３０歳代は年々減少し

ています。このため、本事業では主に子育て世

代の潜在看護師の再就職支援に力を入れて取り

組みます。具体的には、育児時間の取得促進や

復職後の支援などに取り組む施設や再就職のサ

ポートを行うナースセンターの紹介など、魅力

ある職場等の情報を動画で発信するほか、ナー

スセンターに新たに配置する専任相談員による

子育て世代等のニーズに応じた個別の支援プラ

ンの作成や再就職セミナー等の開催などにより、

再就職を後押しします。 
 また、働きやすい職場環境整備については、

ナースセンターの相談員が求人施設を訪問し、

時短勤務など柔軟な働き方ができる勤務条件の

整備を助言、指導するとともに、作成した動画

を紹介して好事例の横展開を図ることで求人施

設等の職場環境改善につなげていきます。 
吉冨健康づくり支援課地域保健推進監 私から

は、臓器移植医療連携強化事業について説明し
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ます。 
 臓器移植は、自らが脳死になった場合、その

臓器を提供する意思だけでなく、提供しない意

思のどちらもが尊重されるべきものと認識して

います。そのため、健康なときから臓器提供に

ついての意思表示をしておくことや、ふだんか

ら家族と話し合っておくことが大事と考えてい

ます。その意思が尊重されるよう、脳死が疑わ

れる状態になったとき、主治医から患者の家族

に臓器提供という選択肢を紹介し、その確認を

することが重要です。しかし、そうした状況下

で悲嘆に暮れる家族に対して臓器移植の話を切

り出すことは容易ではなく、この選択肢提示が

思うように進んでいないのが現状です。 
 県内では、臓器提供が平成３０年以降行われ

ていない一方で、腎移植希望者は令和６年１月

末現在で６５名いらっしゃいます。このため、

大分大学医学部に専任医師１人を配置し、臓器

提供に係る選択肢の提供を徹底するよう、県内

医療機関への訪問指導や脳死が疑われる患者が

発生した場合の対応についての相談対応等を委

託するものです。 
 なお、委託に係る経費は専任医師１人の報酬

費として７２６万円、そのほかの活動費として

１４５万１千円を計上しています。 
清田委員 看護職員の方はよく分かりました。 
 あと臓器の方ですが、非常に脳死とか最期の

看取りは丁寧な説明と普及啓発が必要かと思い

ます。我が県には人生会議の条例もあるので、

そちらの活用もしながら、丁寧な普及活動、臓

器の提供カードの普及啓発であるとかに努めて

いただきたいと思うし、この予算を使って人的

支援を行っていくわけですから、こちらの進捗

であるとか、その効果の発現についてはしっか

り議会でもチェックをしたいと思うので、よろ

しくお願いします。 
二ノ宮委員 ３点についてお聞きします。 
 まず１点目は２７ページ、備蓄物資管理費で

す。 
 大規模災害に備えて避難生活に必要な食や水

などの備蓄する事業ですが、今回更新費用が１

億１，６００万円ほどと大変な額が計上されて

います。このことを踏まえて１点目は、更新物

品の内容や処理の方法、そして備蓄場所。２番

目は、市町村も備蓄していると思いますが、役

割分担や連携はどのように取っているのか。そ

れから３番目は、今回の能登地震を受けての改

善点等についてお聞きします。 
 ２点目は、９１ページです。いきいき高齢者

地域活動推進事業費のうち、ふるさとの達人活

動支援事業委託料です。これは僅か１２０万円

ですし、大分県の老人クラブに委託をしている

ものだと理解をしています。以前は達人を紹介

した本と、地域の行事などでも指導者としてい

ろんな面で活躍をしていたようにありますが、

最近余り見ないように感じています。県内の現

状についてお聞きします。 
 それから１４４ページ、国際車いすマラソン

大会開催事業費のうち、東京２０２５デフリン

ピックのことです。さきほど吉村委員が質疑を

しました。競技についてはよく分かりました。

来年１１月１５日開幕で、今日で開幕まで６１

２日です。このデフリンピックはなかなか知ら

ない人が多いので、この機会を通じて是非ＰＲ

をしていただきたいと思っています。 
渡邉福祉保健企画課長 まず、備蓄物資管理費

についてお答えします。 
 １点目ですが、次年度の更新予定の物資につ

いては、期限が到来するアルファ米が５万２千

食強、それからレトルトカレーが５万６千食強

など食料品です。加えて、避難者１人当たりの

毛布の必要数をこれまでの１枚から２枚に見直

して、その数を倍増すると、これがほぼ９千万

円かかって対前年の増の要因となっています。

アルファ米とレトルトカレーについては、賞味

期限の１年前を目安に、これまでどおり、子ど

も食堂やフードバンク等へ無償譲渡する予定と

しています。これらの備蓄物資は、道路等の寸

断や迅速な物資の配布という観点から、県内１

６か所に分散して保管しています。 
 それから２点目ですが、県では災害時備蓄物

資等に関する基本方針を策定しており、必要数

の３分の２をまず公費で賄うことにしています。

この３分の２の半分を県と市町村がそれぞれ２
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分の１ずつ備蓄する方針となっていて、市町村

へは会議の場等を通じてこの数を確保するよう

要請をしています。 
 続いて３点目です。来年度の当初予算で計上

した毛布の追加備蓄、さきほど説明しましたが、

これはやはり能登半島地震のような冬季の発災

への備えといった意味もあるし、避難生活にお

ける身体への負担軽減に資するものと考えてい

ます。 
 今回の地震では、道路や水道の寸断など、備

蓄だけでは解決できない問題もありました。そ

れらについては、そうした関係部局とも協議を

しながら備蓄の在り方についても検証を進めて

いきたいと考えています。 
渡邉高齢者福祉課長 ふるさとの達人について

お答えします。 
 現在、ふるさとの達人として県内に５３２人

の方に登録をいただいています。由布市では５

人に登録いただいており、手品、あるいは防災

の話などをしていただいていて地域で大変喜ば

れています。 
 このふるさとの達人は、現在も毎年達人を紹

介する冊子を作成していて、市町村や放課後児

童クラブなどに配布をしています。そしてまた、

老人クラブの連合会あるいは県庁のホームペー

ジなどでも紹介していますが、さらなる広報の

強化に努めていきたいと思っています。 
高木障害者社会参加推進室長 さきほどの吉村

委員のときに御説明しましたが、デフリンピッ

クのＰＲは非常に大事なので、各種イベントを

通じてＰＲしていくとともに、体験会等も開催

していきたいと思っています。 
二ノ宮委員 ありがとうございます。 
 １点目については渡邉課長、完璧です。とい

うのは、特に賞味期限が切れる前、１年間ぐら

いで有効利用していただきたいと考えていまし

たが、それが実際にやられているということで、

是非子ども食堂とか、大変な金額になるので、

その点よろしくお願いします。 
 それと能登半島地震のことですが、やはりな

かなか机上では分からないことが実際に起こっ

た時点でいろいろ分かってくるので、毛布だけ

でなく、いろんな件についても是非詳細に調査

をして、いかしていただきたいと思います。 
 ふるさとの達人については、できたら冊子を

１冊いただきたいと思っています。 
 それからデフリンピックですが、私の息子が

聴力障がい者で、確か２００１年のイタリア大

会にバスケットの選手で出ました。そういうこ

ともあって、デフリンピックについては本当に

なかなか、オリンピックは皆さん知っています

が、パラリンピックについても少しずつ知名度

が上がっている、しかし、デフリンピックにつ

いてはほとんど知らない。これは聴力障がい者

だけのオリンピックです。聴力だけが悪いこと

で、他のところは健常者と同じでなかなか同じ

レベルで障がい者の中で戦うと大変だから、デ

フリンピックがあると聞いています。今日、デ

フリンピックが予算書の中で出ていたので、大

変うれしく思っています。是非これを機会にい

ろんな面で、競技も大切ですが障がい者のオリ

ンピックを知らせることによって、障がい者理

解を進めていくことをお願いしたいと思ってい

ます。 
工藤福祉保健部長 ありがとうございます。今、

聴覚障がい者のスポーツの件、私もかねがね聴

覚障がいの方が出る競技を見学に行くと、例え

ば水泳、あと陸上、ほとんど健常者並みの好記

録が連発することが明らかなので、デフリンピ

ックはしっかり広報したいと思うし、いずれは

その中からオリンピックに出ることも可能では

ないかと思っています。県内の選手を中心に、

いい選手は是非オリンピックを目指して支援し

ていきたいと思っています。 
福崎委員 私からは、２点簡潔に質疑します。 
 予算概要３６ページの医療機関医師等支援事

業費です。 
 これは質の高い医療人材を確保するため、医

療機関の勤務環境の改善、女性医師の職場復帰

に向けた取組を支援することですが、前年度比

で見ると５３％の減額となっているので、この

理由について教えていただけたらと思います。 
 もう一つは予算概要４５ページ、覚せい剤等

乱用防止推進事業費ですが、薬物の使用・乱用
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の防止徹底を図るため、啓発や指導の充実強化

に取り組むことで、大学生等を対象とした薬物

乱用防止講座の開催が企画されているというこ

とですが、この内容について教えていただきた

いと思います。 
三好医療政策課長 私からは、医療機関医師等

支援事業費についてお答えします。 
 減額の主な要因は、令和５年度はタスクシフ

トに伴う医療事務補助者の人件費等に対する補

助金の要望が２病院からあって６，３１７万５

千円を計上していましたが、令和６年度につい

てはこの補助金の要望がなかったため減額とな

ったものです。 
山本薬務室長 覚せい剤等乱用防止推進事業に

ついてお答えします。 
 本事業では、特に薬物乱用の未然防止に力を

入れ、街頭キャンペーンによる啓発活動に加え、

各地域で薬物乱用防止教室を実施しています。

今年度は小学生から大学生、専門学生約６千人

の若者を対象に、麻薬取締員や保健所の薬事監

視員が５５回の薬物乱用防止講座を行い、県内

の事例を挙げながら、薬物の依存性や乱用のお

それのある市販薬の副作用を解説し、安易に薬

物を使用しないように呼びかけています。６年

度も同様に、多くの若者に対して薬物乱用防止

に向けた啓発活動に力を入れていきたいと思い

ます。 
福崎委員 ありがとうございます。要望ですが、

私は今週、孫が１週間ずっと熱が出て３回ぐら

いこども病院に夜行きましたが、現場の医師は

多くの子どもが治療に来ていて、本当休む時間

もないぐらい子どもの診療をされていたので、

是非ともこの医療機関の医師等支援事業をもっ

と拡充して、現場の支援をしていただけたらと

願うところです。 
 それから、１０代に急増する市販薬の乱用と

か若者の大麻使用が今ものすごく問題視されて

いるので、大学生等を対象とした薬物乱用講座

については、より多くの子どもに早い時期から

薬物の使用についての危険性等を周知していた

だくようお願いしたいと思います。 
桝田委員 私からは、予算書概要１０７ページ、

高校生向け出前講座など保育士魅力発信に要す

る経費について４点ほど質問します。 
 まず高校生ということで、高校１年生から３

年生までが高校生になりますが、その対象年齢

について何歳と決めているかです。 
 続いて対象の学校名、学校の数、その学校の

根拠について伺いたいと思います。 
 そして９６万４千円の予算内訳と概要につい

て伺いたいと思います。 
 最後に、保育士不足が現在騒がれている中で、

行政が考える県内の短大進学を進めたり、地元

の保育園の就職、これは３年後を見越してのＫ

ＰＩ、今後の見通しについてどのようになって

いるか、お答えいただきたいと思います。 
今井こども未来課長 お答えします。 
 まず対象年齢は、進路が決定してからでは遅

いので、高校１年から進級してすぐの高校２年

生ぐらいまでを想定しています。 
 対象の学校については県立、私立を問わず、

県内の福祉系の学科や商業系の学科のある学校

の１０校を想定しています。 
予算の内訳ですが、県内保育士の養成校から

講師で来ていただくこともあるので、その人件

費等が５１万円ということ。それから、出前講

座の参加者に保育士の１日体験をしてもらいた

いこともあって、そのバスの借上料が４５万４

千円となっています。 
 短大進学、地元保育園の就職のＫＰＩですが、

現在、県内の保育士養成校は４校あって、その

定員が３６０人になっていますが、令和５年度

の入学者は３０４人で、定員充足率が８４％で

まだ５６人の空きがあります。 
 一方で昨年度、その養成校を卒業した方は２

８４人いますが、その９５％が県内で就職をし

ていることもあって、県内養成校に進学する生

徒を増やしていくことが県内の保育所確保につ

ながるものと考えています。このため、この定

員の空きを埋めていくことも目標の一つにして

事業を実施していきたいと考えています。 
 さきほど説明した出前講座については、養成

校の先生に講師をお願いすることもあって、保

育士の仕事の魅力はもとより、あわせて養成校
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の魅力もアピールして進学につなげたいとも考

えています。 
 また、働き方改革を実践している施設では新

規の応募が多く、求人しても応募が多い。それ

からまた、離職が少ないこともあって、保育士

不足を感じていないという声を聞いています。

さきほどの出前講座等の新規保育士の獲得とあ

わせて、保育現場の働き方改革を県全体で推進

して、約４割の施設が保育士不足で悩んでいる

こともあるので、そういった施設を減らしてい

くことも目標にしたいと考えています。 
桝田委員 ありがとうございます。私も同じよ

うな考えで、やはり最終目標は県内のまず進学

を進めることが大事だと思うので、そこをしっ

かり埋めていただくことが大事かなと思ってい

ます。そこが埋まること、まずは進学率を上げ

ることが、地元就職につながるのかなと思って

います。今後こういったことをするのであれば、

また幅を広げるためにも、できれば県外の方に

も予算をつけてしっかりやっていただけると、

非常に幅の広い、県外の福祉の移住という形を

県も進めているので。確か新卒は厳しかったと

思いますが、そういった部分の幅も広げられる

ように今後やっていただけると、こういう移住、

定住人口も増えるし、福祉の幅も広がるのかな

と思うので、是非ともよろしくお願いします。 
猿渡委員 大変お疲れ様です。３点について通

告していますが、障がい者の読み上げアプリ等

についてはさきほど説明があったので、これは

割愛します。 
 １０７ページ、保育環境向上支援事業費につ

いては大友委員に対する答弁がありました。そ

れを受けて私が思うのは、さきほど保育補助者

との違いについても説明がありましたが、清掃

や配膳などをする保育支援者は、子どもとの関

わりが全くないわけではないと思います。です

から、子どもたちの方から声をかけることもあ

るかと思うので、ごく基本的なことでいいので、

研修が必要ではないかと思います。短時間のも

ので結構かと思いますが、やはりその声のかけ

方は、研修するのとしないのとでは大きく違う

と思うし、現場に行ってから保育士が指導する

より、やはりそういう研修が必要ではないかと

いうのが１点です。 
 あと、１９ページの地域共生社会構築推進事

業費について内容を御説明いただきたいと思い

ます。 
今井こども未来課長 お答えします。保育支援

者の研修についてです。 
 さきほど委員がおっしゃったとおり、保育支

援者は消毒とか清掃とかの基本的には園児に接

することがない業務に就くのですが、園内で従

事する業務でもあるので、子どもと接する機会

が全くないわけではないと考えています。今、

保育士や幼稚園の先生とかに幼児教育センター

等で研修をしています。その研修の内容を各施

設でフィードバックするために、園内で研修を

非常に盛んにやっているので、そういう研修に

保育支援者も参加していってもらえるように促

していきたいと考えています。 
渡邉福祉保健企画課長 地域共生社会構築推進

事業です。 
 この事業は、冒頭の部長説明にもありました

が、そのほかに市町村における相談支援機関の

連携や地域づくりをコーディネートする人材の

養成研修のほか、県内各地で先駆的に地域づく

りに取り組んでいる人材を他地域へ派遣し好事

例を横展開する事業などにも取り組み、地域共

生社会の実現を目指すものです。 
猿渡委員 ２点目の地域共生社会構築事業につ

いては、いろいろな課題が複合的に絡んでいて

縦割りではいかない部分があるかと思います。

そういう課題についてかと思いますが、いろん

な各分野の専門家の方が連携しながら取り組ん

でいくことになるかと思いますが、その辺の連

携を強化しつつ、お互いの分野に学びながら重

層的な包括的な対応ができる専門家を育成して

いくことが重要になるのかなと思います。そう

いう点で是非今後ともよろしくお願いします。 
森委員長 高橋肇委員から通告がありましたが、

この場におられないので、その次の順番です。 
麻生委員 通告に沿って質疑します。 
 自治体システムの標準化の遅れについて総務

部に質問したところ、福祉保健部の１ないし２
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業務という言及があったので、その遅れの実情

について説明をいただくとともに、住民サービ

スへの影響がないのか詳しく説明を願います。 
 また概要の１５５ページ、てんかん医療・地

域連携体制整備事業費について、まずはお礼を

申し上げたいと思います。病院指定並びに相談

窓口の開設、実にスピーディーにしていただい

たことを患者会の皆さんも安心が少し深まった

ことで大変喜んでおられます。本当にありがと

うございました。 
 その上で、てんかん医療・地域連携体制の構

築について伺います。 
 大阪市立総合医療センター小児青年てんかん

医療センターが、能登半島地震の影響でかかり

つけ医の受診が難しくなったてんかん患者のオ

ンライン診療の実施を開始したと伺っています。

スマートフォンなどに専用アプリをインストー

ルして、日常の発作対応にも活路となりそうだ

ということです。 
 こうした取組が今後のヒントになると思われ

ますが、遠隔診療を含めた体制構築の課題につ

いて説明いただければ幸いです。 
 次に５ページの予算のポイント、総括に関し

てですが、障がい者による文化芸術活動の推進

に関する法律は、世界に類を見ない日本が誇れ

る法律として大阪関西万博で世界に紹介しよう

という運動が展開され始めていると伺っていま

す。 
 全国障がい者芸術文化祭を開催した本県のレ

ガシーとして、また国際車いすマラソン大会の

開催県として、さらには太陽の家ミュージアム

のある県として、どのように大阪関西万博に向

け、このような情報発信を大分県としても一緒

にやっていくことを提言しながら、県の今後の

考え方について伺います。 
土師保護・監査指導室長 システムの標準化に

ついて私から１点お答えします。 
 標準化移行が遅れる生活保護電算システムは、

被保護者の管理や保護費の計算などの処理を行

っているものであり、国の支援も活用しながら、

引き続き移行に向けて対応していきますが、標

準化への移行までは現行システムを稼働するた

め、住民サービスへの影響は発生しません。 
隅田こども・家庭支援課長 続いて、児童扶養

手当のシステムについてです。 
 こちらは計画的に進めていて、国から移行困

難システムとしては位置付けられておらず、住

民サービスへの影響はないものと考えています。 
 なお、令和７年度の標準化に向けて６年度予

算に調査や移行計画などの準備経費４２４万円

を計上しているところです。 
柳井障害福祉課長 私からは、てんかん医療の

件についてお答えします。 
 てんかんの診察は、問診や脳波検査による診

断結果に基づく薬物療法が中心になることから、

発作が落ち着いているときは遠隔診療に適して

いると言われています。その一方で、けいれん

のときの救急対応には遠隔診療は不向きとされ

ています。 
 こういったメリット、デメリットありますが、

現在県としては、てんかん支援の拠点病院、大

分大学医学部附属病院とともに、発作が落ち着

いている患者の受診可能な医療機関の調査をし

て、回答のあった３８の医療機関名は県のホー

ムページで公開しています。この３８の医療機

関の中で遠隔診療に取り組んでいただけるとこ

ろがあれば、平時のオンライン診療体制が構築

できるとともに、災害時も継続した医療が確保

できるものと考えています。 
 ついては、このオンライン診療を含めたてん

かんの医療提供体制の整備について、大分大学

医学部附属病院とかてんかんの専門医などに委

員になっていただいている協議会等で、今後調

査研究したいと考えています。 
高木障害者社会参加推進室長 大阪万博に向け

た障がい者芸術の情報発信に向けた考え方につ

いてだと思います。 
 毎年秋に県立美術館で開催している障がい者

芸術文化支援センター企画展では、県内外の魅

力的なパラアート作品を紹介しています。今年

度開催した企画展「扉をあける」、これは麻生

委員にも御観覧いただきましたが、５０年の長

きにわたり障がい害者アートも牽引している奈

良県のたんぽぽの家と共に４千点を超える作品
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を紹介し、１１月８日から１８日までの１１日

間で３，８６２人が来場しました。 
 大阪万博に向けては、こうした企画展のさら

なる魅力向上を図り、障がいのある人もない人

も芸術文化を存分に楽しむことができる機会を

創出していきたいと思います。さらに、国内は

もちろん、インバウンドにも広く発信していき

たいと考えています。 
麻生委員 医療の分野、福祉の分野も最近、大

きく節目を迎えているかなと。地域移行である

とか、虐待防止、差別解消法とか、デジタル化

といったキーワードにのっとって対応していか

なければならないわけですが、さきほどの自治

体システムの標準化にも関連をするけれども、

例えば保育所の申請もスマホで完結すると、全

国で書式を統一して２６年度からスマホ申請に

なる、こういった部分も早めに準備しておかな

いと間に合わないのではないかなと思っている

ので、あえて問題提起しました。 
 そして、今言ったキーワードの変化の中で、

私は今年、琵琶湖で行われたアメニティーフォ

ーラム２７へ参加しました。村木厚子さんの

「新しい孤独、新しい貧国。福祉の役目は終わ

らない」という話を伺いましたが、この中で０

を１にするのは現場の仕事、１を１０にするの

は学者の仕事、１０を５０にするのは企業の仕

事、５０を１００にするのは公務の仕事と。公

務員とはという中で、このような話がありまし

たが、村木厚子さんが支援する側の厚労省にず

っといらっしゃったわけですが、冤罪の事件の

ときに支援される側になって初めて気付いたこ

とがあると話をされて、とても印象に残ってい

ます。皆さん方は支援をする側の立場かもしれ

ないけど、支援される側の視点がとても大事だ

ということもおっしゃっていました。 
 そういうようなことも含め、是非とも大きな

変化の時代を迎えているので、しっかりとその

変化に対応しながら、相談ではつながらないよ

うな話もされていたので、是非一度村木さんを

呼んでいただき直接話を伺って、やはり自ら感

動して、自らの行政職としての公務とは何ぞや

と、さきほどの話に成果が上がるような形で取

り組んでいただくようお願いし、私の質疑を終

わります。 
工藤福祉保健部 いろいろ御示唆いただきあり

がとうございます。私から２点ありまして、ま

ず、関西万博の関係で障がい者芸術はしっかり

情報発信をしていこうと思います。 
 もう一つ、今進めようとしているのが大分県

の健康寿命、全国でいいところに行っています

し、高齢者の方も生き生きということで、関西

万博の中でそういう切り口で何とかその情報発

信ができないか今考えています。委員のおっし

ゃる５０を１００にできるか分かりませんが、

そういった切り口を大事にしながらやっていき

たいと思います。 
 村木大先輩ですが、私も厚生労働省に以前い

たので、少しずつ人脈をたどりながら、ＯＢの

方がたくさんいますので、機会を捉えてお声か

けできればと思っています。 
森委員長 以上で事前通告者の質疑を終了しま

した。 

 予定の時間を２０分ほど超過しています。ほ

かにどうしても質疑がある方は挙手をお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

森委員長 ほかに質疑もないので、これで福祉

保健部関係予算に対する質疑を終わります。 

 以上で本日の審査日程は終わりました。次会 
は、１４日午前１０時から本議場で開きます。 
これをもって、本日の委員会を終わります。 
お疲れ様でした。 
 

 


